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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、平成２５年第

７回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、５番早瀨仁志さん、６番松浦和

浩さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る１２月４日及び本日、議会運営委員会

を開きましたので、委員長から報告を求めま

す。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君）〔登壇〕 平成２５

年第７回美幌町議会定例会の開会に当たり、

去る１２月４日及び本日１０日、議会運営委

員会を開催しましたので、その内容と結果に

ついて報告いたします。

本定例会に付議された案件は、議会提出案

件として常任委員会の報告１件と他の報告２

件であります。

町提出案件としては、専決処分の承認１

件、議案１６件、以上であります。

本日、１２月１０日、第１日目は、まず町

長から行政報告があり、その後、一般質問に

入ります。通告順に坂田美栄子さん、中嶋す

み江さん、上杉晃央さん、岡本美代子さん、

松浦和浩さんの５名を予定しています。

第２日目、１２月１１日は前日に引き続き

一般質問を行い、新鞍峯雄さん、私、吉住博

幸、大江道男さんの３名を予定しておりま

す。

その後、議案審議へと入り、総務文教厚生

常任委員会からの調査報告を報告第１４号に

て報告いたします。

続いて、承認第７号専決処分の承認につい

て、平成２５年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）から議案第１１６号指定管理者の

指定について、（美幌町交流促進センター

「峠の湯びほろ」）までを審議し、その後、

町長から改めて追加行政報告があります。

続いて、報告第１５号定期監査報告につい

てから、報告第１６号例月出納検査報告につ

いて（８月～１０月分）まで報告を受けま

す。

次に、本定例会において各団体からの意見

書の提出を求める要請、陳情を４件受理して

いますので、その取り扱いについて報告いた

します。

自治労北海道本部、自治労網走地方本部及

び自治法美幌町職員労働組合からの２０１４

年度地方財政の確立に関する要請書、連合北

海道美幌地区連合会からの２０１４年度地方

財政の確立に関する要請書、美幌町農民同盟

からの日本型直接支払制度の創設及び経営所

得安定対策の見直しに関する要望意見書に関

する陳情と平成２６年度畜産価格決定等に関

する要望意見書に関する陳情、以上４件につ

きましては、資料配付の措置といたします。

以上のとおり、審議を進めることとし、会

期を１２月１０日から１２月１１日までの２

日間といたします。

なお、本日は小学校の社会科の授業の一環

として小学生が議会を傍聴される予定であり

ますので、皆さんにおかれましては御承知お

きいただきますようお願い申し上げるととも

に、慎重なる審議に皆様の御協力と行政職員

に対しましても真摯なる答弁をしていただき

ますよう申し上げて、議会運営委員長の報告

といたします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告の

あったとおり、本定例会の会期を本日から１
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２月１１日までの２日間としたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から１２月１１日

までの２日間と決定しました。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（馬場博美君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましても、印刷し

たものを配付しておりますので、御了承願い

ます。

なお、松本選挙管理委員会委員長、明日以

降、欠席の旨、届け出がありました。

また、本定例会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承願い

ます。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコンの

使用を許可しておりますので、あわせて御承

知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２５年第７回美幌町議会定例会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして、心から感謝いたしますとと

もに、行政報告と提出案件の概要について御

説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に御寄付

についてであります。

去る９月２６日に町内東町２丁目にお住ま

いでありました故磯江昌子様より、学校図書

の充実に役立てていただきたいと３００万円

を、１１月１６日に美幌商工会議所会頭若林

輝彦様よりイベント用貸し出し備品の購入に

役立てていただきたいと１００万円をそれぞ

れ御寄付をいただいたところでございます。

これらの御厚志をありがたくお受けし、御

趣旨に沿って活用してまいります。

第２に、美幌町交流促進センター（峠の湯

びほろ）の指定管理者の指定についてであり

ます。

峠の湯びほろの指定管理につきましては、

平成２６年３月３１日に指定期間が満了とな

ることから、指定管理募集要項に基づき、平

成２６年４月１日から平成３０年３月３１日

までの４年間を指定期間として公募を行った

ところ、町内外から３団体の応募がありまし

た。

指定管理者候補者の選定に当たっては、指

定管理者選定委員会を設置し、提出書類の審

査並びにプレゼンテーション及びヒアリング

による審査を行った結果、株式会社共立メン

テナンスを選定したところであります。な

お、指定管理者の指定につきましては、今定

例会において議案として提出させていただき

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

第３に１１月２９日現在の建設工事進捗状

況についてであります。提出しております参

考資料のとおり、本年度に契約しております

工事件数４４件のうち、土木工事１２件、建

築工事１１件、上水道工事９件、公共下水道

工事１件、浄化槽工事９件の計４２件の発注

をいたし、消化率では件数で９５.５％、工

事額で９０.５％となっております。

また、繰越明許費による土木工事につきま

しては、計画の６件を全て発注し、年内に全

て完成する予定となっております。
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第４に農作物の生育状況についてでありま

す。ことしは、平年より雪解けが早く、４月

中旬までは比較的好天に恵まれましたが、４

月下旬から５月中旬にかけて、かつて経験し

たことのないほどの長期間にわたる低温、降

雨、日照不足が続き、「植えつけ」及び「播

種」作業に大幅なおくれが生じ、農作物の影

響が心配されました。

６月前半は晴れた日が続き、後半は寒気の

影響により曇りや雨、低温となった日もあり

ましたが、積算平均気温及び積算日照率は平

年を大きく上回りました。７月、８月は晴れ

た日が多く、気圧の谷の影響により強い雨が

降った日もありましたが、期間を通して高温

小雨となり、積算平均気温及び積算日照率は

平年を大きく上回り、積算降水量は平年を大

きく下回りました。

９月は１５日から１６日にかけて台風１８

号の影響により、１日の降水量が９４.５ミ

リを記録し、美禽・瑞治地区で農作物の一部

浸水、流出する被害がありました。

９月２５日には、５７.５ミリの降雨があ

り、１０月１６日には台風２６号の影響によ

り７１.５ミリの大雨となりましたが、農作

物に大きな被害はありませんでした。

９月から１０月までの収穫期は周期的に天

候が変わりましたが晴れた日も多く、積算平

均気温及び積算日照率は平年を上回りまし

た。

本年は、春先の記録的な悪天候により「植

えつけ」及び「播種」は大幅におくれ、さら

には育成期の高温小雨により生育が停滞する

など、農作物の生育に大変、厳しい気象環境

で推移いたしました。

その後の天気回復や生産者の懸命な営農努

力、農業関係機関による営農指導により生育

は一部持ち直しましたが、最後まで挽回する

までには至らず、総じて農作物の収量及び品

質は平年を下回る結果となりました。

こうした状況から、各作物の予想される収

量及び品質は、水稲は移植作業が大幅におく

れ作柄が心配されましたが、７月以降の高温

多照で回復し、収量は平年を上回りました

が、品質は平年並みとなりました。

秋まき小麦は、出穂は平年並みでしたが、

穂数が平年より少なく、７月以降の高温小雨

による登熟期間が短縮され、収量は平年を下

回り、品質は平年「並」となりました。

春まき小麦は、初期育成のおくれから穂数

が平年を下回り、７月以降の高温小雨により

登熟日数が短くなりましたが、一穂粒数が確

保されたため、収量は平年を上回り、品質は

平年「並」となりました。

てん菜は移植のおくれが影響し、生育期間

が短くなったことに加え、高温小雨の影響か

ら生育のおくれを回復できず、収量は平年を

下回りましたが、糖分は平年を上回る見込み

であります。

バレイショは植えつけの大幅なおくれか

ら、全期間を通じて生育のおくれを取り戻す

ことができず、イモ数が少なく、小玉傾向で

収量、品質ともに平年を下回りましたが、で

ん粉価は平年を上回る見込みであります。

タマネギは移植のおくれや高温小雨の影響

から、球肥大が進まないまま倒伏、枯葉が早

まり、小玉傾向で収量、品質ともに平年を下

回りました。

豆類は、播種作業のおくれがありました

が、７月中旬以降の高温で生育が進み、大豆

及び菜豆は収量、品質ともに平年並み、小豆

の収量は平年を上回り、品質は並みとなる見

込みであります。

牧草は草丈が低く収量、品質ともに平年を

下回り、サイレージ用トウモロコシは平年並

みとなりました。

なお、５月から１０月における降水量、気

温、日照時間は参考資料のとおりでありま

す。

次に、御提案いたします議案について御説

明を申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第７号平成２５年度美幌町一般会計補

正予算（第６号）については、大家畜特別支

援資金利子補給事業の実施のため、急を要し
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たことにより専決処分をいたしましたので、

御承認を賜りたいのであります。

条例の制定、改正及び廃止について。

議案第１０１号美幌町職員の再任用に関す

る条例の制定については、定年退職する職員

等が公的年金の支給開始年齢に達するまでの

間、再任用を希望する職員について再任用す

るため、条例の全部を改正しようとするもの

であります。

議案第１０２号美幌町公法上の収入徴収に

関する条例の一部を改正する条例制定につい

ては、町税に対する延滞金の割合の特例が改

正されたことに伴い、公法上の収入に対する

延滞金の割合の特例見直し並びに延滞金の計

算方法を明確にするため、条例を改正しよう

とするものであります。

議案第１０３号美幌町営バスの設置及び運

行管理に関する条例を廃止する条例制定につ

いては、町営バスを混乗スクールバスとして

運行していくことから、条例を廃止しようと

するものであります。

議案第１０４号美幌町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例制定について

は、町税に対する延滞金の特例が改正される

ことに伴い、高齢者医療保険料にかかる延滞

金の割合の特例を改めるため、条例を改正し

ようとするものであります。

議案第１０５号美幌町自転車等の放置防止

に関する条例の制定については、自転車等の

放置防止に関し、必要な事項を定めようとす

るものであります。

議案第１０６号美幌町公共下水道条例等の

一部を改正する条例制定については、消費税

等の税率の引き上げに伴い、課税対象となる

下水道使用料等の所要の改正をしようとする

ものであります。

議案第１０７号美幌町立学校設置条例の一

部を改正する条例制定については、美幌町立

福豊小学校が平成２５年度末で閉校し、美幌

町立旭小学校へ統合となることから、条例を

改正しようとするものであります。

各会計補正予算について。

まず、一般会計が主なものとして、峠の湯

施設維持管理等委託料にかかる債務負担行為

補正として２,８００万円、普通交付税の確

定として１億３,２５９万３,０００円、福祉

灯油助成費として８９４万円、地域生活支援

事業業務委託料として４４８万４,０００

円、ソチオリンピック、パラリンピック選手

後援会補助金等として４２５万５,０００

円、給与等減額措置分を緊急防災・減災事業

債の償還財源に充てるため、減災基金への積

み立てとして２,０９８万９,０００円などを

初め、事務事業の確定にかかる整理及び補助

金並びに地方債等の確定による補正を行おう

とするものであります。

次に、特別会計及び企業会計についてであ

りますが、水道事業会計は日並浄水場運転管

理等業務委託料にかかる債務負担行為補正と

して、各会計で給与減額措置及び会計間移動

に伴う人件費の減、平成２４年度地方債確定

に伴う償還金利子の減額補正などのほか、繰

越金の確定などによる整理を行おうとするも

のであります。

指定管理者の指定について。

議案第１１６号指定管理者の指定について

は、美幌町交流促進センター峠の湯びほろ

は、本年度をもって指定期間が満了すること

から公募を行った結果、新たに株式会社共立

メンテナンスを指定管理者に指定しようとす

るものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、行政報告と提出案件の概要説明といたし

ます。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） これで、行政報告を

終わります。

旭小学校６年生児童全員が社会科授業で議

会を傍聴するため、暫時休憩といたします。

再開は、１０時２５分といたします。

午前１０時２２分 休憩
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────────────────

午前１０時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第４ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 一般質問

を行います。

通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、教

育行政について３点、それから福祉行政につ

いて１点通告してございますので、説明をし

ながら質問させていただきます。

まず最初に、教育行政について。

一つ目として、がん教育を取り入れた健康

教育についてということで質問をさせていた

だきます。

国民の２人に１人ががんになり、３人に１

人ががんで亡くなる現代、子供のころからが

んの正しい知識を身につけてもらおうと小中

学校などで「がん教育」が少しずつ始まって

います。

国や北海道など、一部の都道府県ががん対

策推進計画に教育の推進を盛り込み、がん教

育の強化に乗り出しています。

道は北海道がん対策推進条例を制定し、２

０１２年４月から施行されています。「学校

などで児童生徒ががんの理解を深めるための

教育が行われるよう、必要な施策を講じる」

と規定しています。

これを踏まえ、北海道がん対策推進計画は

２０１３年度から２０１７年度にがん教育を

推進していくとされておりますが、道からの

指導、財政支援及び美幌町として今後の取り

組みについてお聞かせいただきたいと思いま

す。

２点目です。これからの防災、安全教育の

考え方についてです。

防災教育や安全教育という言葉を最近よく

目にしたり、耳にしたりするようになったと

思いますが、学校安全に関する活動は以前か

らしっかりと取り組まれてきていることは理

解しているところです。

学校では、学校行事の中で避難訓練をした

り、学級活動で防犯教育をしたりしていると

思われますが、実際、役立っているのでしょ

うか。もう少し、系統的に知識を学ぶこと、

実践的な避難を訓練する機会が必要だと思い

ます。

文科省は、ことし３月に学校防災のための

参考資料を発行しています。この参考資料に

は、学習指導要領などに書かれている防災教

育関連の記述がまとめられ、指導案の作成や

具体的な事業展開例が紹介されています。

今では異常気象も異常でなくなり、災害が

少なかった自分たちの住んでいるところも災

害が起きないとは限らなくなり、避難方法や

訓練内容の見直しも必要になってきておりま

すが、これからの防災、安全教育の考え方に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

３点目、まちじゅう図書館にする考えにつ

いてです。

読書活動は言葉を学び、感性を磨き、表現

力を高め、創造力を豊かにし、人生を深く生

きる力を身につけていく上で欠くことのでき

ないものです。

北海道は、全国平均からすると読書量は少

ないとも言われています。子供の読書活動

は、社会全体で推進を図っていくことが重要

ですし、町民にとっても本を通じての会話、

人との触れ合い、いつでも、どこでも、誰で

もが本に出会える環境、まちづくりが必要で

はないでしょうか。

近年、変わった取り組みとして２４時間

オープン図書館、お店やカフェ、オフィス、

児童館、学童保育所等、ちょっとしたスペー

スに店長や経営者、スタッフのお気に入りの

本を展示し、訪れた人に自由に読んでもら

い、本を通じての会話を楽しむ図書館、交流

型の図書館とする「まちじゅう図書館」の取

り組みがあり、読書に対する意識とより深い

人生観を楽しまれているのではないでしょう

か。
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このことから、まちじゅう図書館にする考

えについてお聞かせいただきたいと思いま

す。

次は、福祉行政の高齢者の低栄養予防につ

いてです。

高齢者はそしゃく力や味覚、嗅覚の衰えで

食が細くなり、消化吸収力も低下します。ま

た、食べ物から体をつくるより筋力や骨を分

解して必要なエネルギーをつくる働きがやや

優性になるとのことです。このため、高齢者

は一般に低栄養になりがちになります。

高齢者の追跡調査では、比較的若いうちに

要介護になった人は太った人が多かった、後

期高齢者になると痩せている人で要介護にな

る人が多かった、栄養不足から内臓の働きが

弱まるなど老化が早く進むということです。

痩せ肥満の傾向とタンパク質や脂質、鉄分

の摂取状況を反映する血中成分が一定水準以

下になると死亡リスクが高くなるとも言われ

ています。

６０代以降はメタボよりも低栄養に注意す

べきですし、食事制限の必要のない一般高齢

者の粗食志向に指導が必要ではないでしょう

か。

健康指導についての考え方があればお聞か

せいただきたいと思います。

以上、第１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 坂田議員の

質問にお答えを申し上げます。

教育行政については、後ほど教育委員会の

ほうから答弁をさせていただきたいと思いま

す。

福祉行政について、高齢者の低栄養予防に

ついてでありますが、人が命を維持し、日常

の生活を営むには、体をつくるタンパク質と

活動するためのエネルギーを生涯にわたって

食事として接種することが求められますが、

高齢者は口腔や接種、嚥下の問題、病気、心

の問題による食欲低下、あるいは身体機能の

低下などの要因により、また買い物や食事づ

くりが困難になることを原因として食事摂取

量が低下し、低栄養状態に陥りやすくなると

言われております。

低栄養状態とは、タンパク質及びエネル

ギーの欠乏状態であり、栄養指標である血清

アルブミン値が３.５グラムデシリットル以

下の場合、または病気になりにくい体重の指

標となるＢＭＩが１８.５未満で、かつ体重

の減少が１年間に５％以上の場合を言いま

す。

このような方は、低栄養状態でリスクがあ

ると指摘されております。

高齢者の低栄養状態を改善することは、身

体機能及び生活機能の維持、向上につながる

とともに、免疫機能の維持、向上が図られ、

その結果、高齢者の疾病予防や要介護状態へ

の移行を予防することにより、クオリ

ティー・オブ・ライフ、つまり生活の質の向

上に寄与するとされております。

平成２３年、国民健康・栄養調査による高

齢者の肥満と低栄養傾向の状況を見ますと、

男女とも７９歳までは低栄養傾向の方より肥

満の方の割合が高くなっておりますが、８０

歳以上では低栄養傾向の方の割合が増加して

おります。

また、平成２４年３月に実施した美幌町第

２期健康増進計画策定のためのアンケート調

査によりますと、美幌町の高齢者の多くの方

は食事の回数やバランスについては意識して

おりますが、低栄養予防の認知度は男性が６

８.２％、女性が７３.７％と課題のある状況

と言えます。

この結果を踏まえ、平成２５年３月策定の

美幌町第２期健康増進計画におきまして、高

齢期の栄養、食事生活部門では「おいしく、

楽しく、規則正しく、バランスのよい食事を

しよう」との目標を掲げて、現在、さまざま

な事業を実施しております。

具体的な取り組みとしては、ヘルスリー

ダー、栄養士、保健師などによる自治会、明

和大学、寄り合いデイサービス及び各種団体

に食事のバランスを基本とし、低栄養を予防

するための指導をも織り交ぜた「健康的な食
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生活」、「若さを保つ食事の秘訣！」と題し

た調理教室の開催や老人クラブなどへの出前

講座、健康相談を実施しております。

また、今年３月には、ヘルスリーダーが考

案したレシピ集を販売し、好評のうちに１,

０００部を完売しており、１０月には改訂版

３００部を増刷しております。

今後とも、町民と協働して栄養に関する正

しい知識を普及することにより、高齢者みず

からが低栄養を予防改善するという意識を高

め、いつまでも明るく、楽しく、元気よく、

心豊かに暮らすことができる健康づくりに取

り組んでまいります。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議員

の御質問に答弁させていただきます。

初めに、がん教育を取り入れた健康教育に

ついてでありますが、がんは生活習慣病とか

かわりの深い病気であることから、子供のこ

ろから望ましい生活習慣を身につけることが

大切です。

また、がんに対する正しい知識と予防を子

供が学ぶことにより、保護者を初め家族への

啓発効果も期待できることから、がん教育の

推進は重要と考えています。

このため、各小中学校では学習指導要領に

基づき保健の授業を中心にがんは生活習慣の

乱れや喫煙が原因であること、健康的な生活

を送るにはがんを含めた病気の予防や早期発

見に努める必要があることなど、健康の保持

増進と疾病予防の観点から健康教育に取り組

んでいます。

御質問のとおり、平成２４年４月に施行さ

れた「北海道がん対策推進条例」では、「教

育関係者の責務」と「教育の推進」に関する

規定が設けられ、分野別の主な取り組みの一

つとしてがん教育の推進が掲げられていま

す。

また、文部科学省の平成２６年度予算概算

要求では、モデル事業としてがんの教育用教

材の作成や専門医の講師派遣にかかる経費が

盛り込まれるなど、具体的な取り組みも動き

出しているところです。

美幌町の未来を担う子供たちの健康を守る

ことは学校関係者はもとより、私たち大人の

社会の義務と考えます。

教育委員会といたしましては、今後の関係

機関の動向を踏まえ、学校における健康教育

全体の中でがんに対する正しい理解を深める

ための取り組みに努めてまいります。

次に、これからの防災、安全教育の考え方

についてでありますが、学校現場における防

災を含む学校安全については、これまででも

学校保健安全法に基づくさまざまな措置を講

じる一方で、各教科や道徳の時間、総合的な

学習の時間、特別活動などを通じて安全に関

する指導の充実を図っています。

各小中学校では、消防署の協力を得て火災

や地震を想定した避難訓練を年２回程度実施

するとともに、北海道防災会議が実施する北

海道シェイクアウト（地震行動訓練）に一部

の学校が参加するなど、児童生徒が現在及び

将来に直面するであろう災害に対して、みず

からの安全を確保するための行動ができるよ

う指導に努めています。

加えて、防災に関する知識、理解を深める

ため、道教委作成の防災パンフ「学んＤＥ

（で）防災」の活用、町の防災担当職員を講

師に防災教室を開催するなど、地域の実情に

応じた効果的な防災教育に取り組んでいま

す。

また、警察署の協力により不審者の侵入を

想定した実践的な防犯教室を開催するなど、

安全教育の充実にも努めているところです。

御質問のとおり、近年は本町におきまして

もゲリラ豪雨や雷雨、大雪に見舞われるな

ど、自然災害に対する日ごろの備えが極めて

重要と受けとめています。

災害発生時には、素早く適切に対応できる

学校体制を確立できるよう、教職員の災害に

対する意識の高揚を図るともに、学校と地域

がそれぞれに協力、連携しながら児童生徒の
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安全確保に努めるなど、学校における防災教

育の充実と防災管理の徹底を推進してまいり

ます。

次に、まちじゅう図書館にする考えについ

てでありますが、近年、インターネット、テ

レビゲーム、スマートフォン等の情報メディ

アが急速に発達し、読書離れは憂慮すべき事

態であり、学校、家庭、地域社会が一体と

なって子供の読書活動の推進を図る必要があ

ると考えます。

そんな中、恵庭市ではことし４月に北海道

内初の読書条例を施行し、１０月から市内の

飲食店、銀行、病院など２４店舗と共同で

「まちじゅう図書館」をスタートさせまし

た。「まちじゅう図書館」の参加店は、それ

ぞれが推薦する本や思い出のある本を置き、

漫画や雑誌などの本のジャンルや貸し出し等

についても全て設置者の責任においてルール

を定め実施しているとのことであります。

市では、この「まちじゅう図書館」の開設

にあわせ、「まちじゅう図書館マップ」を作

成、市内の公共施設や参加店に配付をし、は

なほんマークのフラッグを目印として掲げ、

ホームページで紹介するなど支援しておりま

す。

本町では、恵庭市の「まちじゅう図書館」

とは異なりますが、町内の公共施設のほか、

病院、お店、社会福祉施設などにおいて図書

館司書がそれぞれの施設にあった本や要望等

を確認した上で選書を行い、図書館職員によ

る配本、交換、返本までを一貫して行う団体

文庫としての館外サービスを実施しておりま

す。

設置箇所としましては町営住宅２カ所のユ

ニットライブラリー、既設へき地保育所５カ

所へのお話し文庫、民間の幼稚園２カ所への

幼稚園文庫、ひまわり保育園を初め、美幌、

東陽保育園へのお話し文庫、自衛隊文庫、社

会福祉施設４カ所、町立国保病院を初め、民

間病院３カ所、理容院１カ所に加え、今年度

新たに美幌駅のステーション文庫を設置、こ

のほか各学校への学校、学級文庫の設置な

ど、３１施設において実施しております。

本町としましては、まちじゅう図書館のよ

うに参加店に全てお任せするのではなく、図

書館としても限界がありますが、できる限り

町民の要望や適正かつきめ細かな選書により

配本することで、町民が安心して読書できる

団体文庫として今後も対応していきたいと考

えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

また、図書館では子供たちの読書活動の推

進を図るため、年度初めに学校訪問を実施

し、学校図書の選書のアドバイスや学校図書

館の運営、助言、さらにはボランティア団体

との連携、協力への橋渡し、小中学生向けの

図書館便りの発行、新刊図書情報などの提供

など、なお一層の学校との連携強化を図るこ

とにより、子供たちの読書活動の推進を図っ

てまいりたいと考えております。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育行政のほうか

ら再質問させていただきます。

まず最初に、がん教育を取り入れた健康教

育について再質問させていただきますけれ

ど、がんを全面に出した授業というのは従

来、学校ではほとんど行われてきませんでし

たよね。現在の教科書では小学高学年の体育

の健康領域や中学校の保健体育で生活習慣病

や喫煙の害の一例として出てくる程度だった

かなというふうに記憶してございます。

こうした中で、国が２０１２年６月に策定

したがん対策推進基本計画は、新たな政策と

してがん教育として盛り込んでまいりまし

た。がんの正しい知識とがん患者への正しい

認識を持っていただくための教育、そのこと

を目指して５年以内に各学校での教育を実施

することを目標としているようです。

文科省は、小中高でのがん教育を強化する

よう方針を決めまして、１４年度から先進的

な事業など、モデル事業を全国的に２２カ所
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ではございますが、始める計画がされており

ます。

例えば、このモデル事業に美幌の教育委員

会として手を挙げていくことは可能なので

しょうか、まず１回目の質問としてお答えし

ていただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 国が概算要求をし

ている中において、今、坂田議員がおっ

しゃったがんの教育総合支援事業ということ

で全国２２カ所程度という話でありますの

で、具体的には何も伝わってきておりませ

ん。

一応、その２２カ所というのは、今までの

例を見る限りは、それぞれ都道府県に委託し

て、都道府県がどういうことをやるかという

ことで多分、市町村に言ってくるのかなとい

うふうに思っております。

そういった中でいきますと、この事業が美

幌町でできるかどうかというのは今のところ

わかりません。ただ、逆にそういう美幌町が

やる機会になったときに、いうなにやること

が可能だよといった場合どうするのだという

ことのお答えをさせていただければ、チャン

スがあれば美幌町もそういう手を挙げる、機

会があれば手を挙げたいというふうに思って

おります。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 日本は高齢化に

伴ってがん患者が増え続けているがん大国と

言われておりますが、がん対策は後進国とも

言われています。

その要因として言われているのが学校で教

えていないからではないかというふうにも言

われているのが現状でございます。

札幌では、出前講座を行った後の調査結果

によりますと児童の８７％ががんに興味を

持って大人になったら検診を受けたい、また

家族の会話の中でも健康について話題として

取り上げられているという報告もされており

ます。

健康の大切さを認識できるよい機会ではな

いかなというふうに思っておりますので、こ

の機会をいち早く取り入れていただきたいと

いうふうに考えているところでございます。

ただ、推進に当たっては関係機関との連携

が特に重要となってきているというのは先ほ

どの御答弁にありましたように、そこら辺の

ことについては十分配慮した上で早期実現に

向けて計画をしていただきたいというふうに

思いますが、今後の進め方についてもし答弁

できるものがありましたらお聞かせいただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、札幌の一つの

例を坂田議員のほうから紹介していただきま

したけれども、これは北海道が札幌市にお願

いしてこういう事業をしたということであり

ます。札幌市内の小学校２校に対してという

ことで、その広がりが先ほどは国の事業であ

りますけれども、北海道の事業が町村まで広

がってきたというのはどうなのかなというふ

うに思っております。

その中で、ちょっと美幌の状況をお話しを

させていただければ、美幌も実際には先ほど

がんの中で喫煙率が高いという話、たばこを

吸っている人が多いという中において、具体

的にはたばこの害についての教育ということ

で民生部の保健師が小学校６年生ですけれど

も出向いていって、そういう事業をさせてい

ただいております。

実際には、市街地の美幌小学校、東陽小学

校、旭小学校に例えば美幌小学校であれば平

成２３年度から、それから旭小学校であれば

ことしからということで、そういう具体的な

事業については美幌も行っているということ

を御理解いただきたいというふうに思ってお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、教育長から答

弁いただいたとおりでございますが、北海道

でも道では今、北海道がん対策推進条例とい
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うのを制定されているようですので、美幌町

のほうにもそういう働きかけは今後、起きて

くるかなというふうに思っておりますので、

ぜひ一番先に手を挙げていただけるように期

待をしていきたいと思います。

やはりがん予防には、先ほどの喫煙のこと

もありますが、基本的には生活習慣病とも言

われておりますので、そこら辺のことについ

ても十分、配慮した中での健康教育について

進めていただきたいというふうな思いですの

で、今後の取り組みについて期待をしていき

たいと思います。

次の質問に入らせていただきますけれど

も、これからの防災、安全教育についてです

が、学校教育の中でも十分、防災に対する訓

練とかやられているのは十分承知していると

ころでございます。本当に、異常気象の影響

でことしの夏も自然災害が日本列島襲いまし

た。

東日本大震災以降、学校に向けられる防

災、安全教育の要望が高まってきているのも

事実としてあります。

学校安全に関する活動は以前から続いては

おりますが、自分たちの避難所がどこにある

か知っているでしょうか。また、行ったこと

があるでしょうか。

災害発生時に素早く対応できるためには、

やはり学校体制を確立していく必要があると

思いますし、日ごろの訓練が大事ではないか

と思います。改めて、訓練するだけでなく

て、学校のイベント等を利用することも十分

効果が上げられると思います。

例えば、キャンプも防災キャンプとして開

催をしたり、保護者や教員、地域防災の協力

を得て例えば段ボールを敷いて、仕切りをつ

くって就寝と避難所の体験に加えたり、障害

物の中で避難する方法を避難体験ゲームで

あったり、学校周辺の危険箇所を調べたり、

気づいたことをまとめて防災マップの作成を

したり、図上訓練など、炊き出しや非常食体

験を行うことにより学校や地域が一体となっ

た防災教育が進むのではありませんか。

また、防災体験ができる施設が道内でも数

カ所できました。修学旅行の一部に加えて防

災学習交流センター等を活用し、体験学習す

るのも方法ではないでしょうか。

また、学校の運動会で実施するとよい活動

の一例として土のう積み競争、バケツリレー

競争、声かけリレー、簡易担架搬送競争、防

災グッズ借り物競走、搬送リヤカー引き競

争、このように取り入れながら幾らでも訓練

ができるのではないかというふうに考えてお

りますが、こういうことについて今後、取り

組んでいく考えがあるかどうかお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、坂田議員のほ

うからいろいろな手法、助言をいただいたと

いうことであります。

結論からお話しをさせていただければ、具

体的に今、お話しいただいたことをどういう

ふうにやっていくかというのは、それはある

意味では学校に任せることだというふうに私

は思っております。

教育委員会がこれをやりなさい、あれをや

りなさいという、その町として、その全体の

中でこういうことということは示すことはい

ろいろ考えていきたいというふうに思ってお

ります。

ただ、今言ったような、例えば授業の中で

これをやったらいいじゃないか、それから運

動会で例えばこういうことをやったらいい

じゃないか、それから修学旅行等、離れたと

きにそういう防災の施設を見てきたらいい

じゃないかということで、一つの事例として

は学校のほうには今、お話しいただいたこと

を伝えるとか、それはやろうと思いますけれ

ども、それをどう選択していくかというのは

学校の中での学校長の判断ということは先生

方と協議した中で決めていっていただければ

というふうに思っております。

ですから、今の段階でこれを学校としてや

りますということは言える立場ではないこと

は御理解いただきたいというふうに思いま
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す。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長の御答弁の

とおり、理解しているつもりでございます。

ただ、私としましては、いろいろな取り組

み方がありますよという事例を紹介したいと

いう思いもありました。やはり、こういう防

災というのは地域、学校、やはり一般の人た

ち、いろいろなところで協力をしながら訓練

をしていかなければ学校だけではだめなので

はないかなというふうに私は考えている者の

１人なのです。

そういう意味では、教育委員会が主体と

なって地域の人を交えながらどんな訓練がで

きるのか、どんなことができるのかというの

をやはり声かけることによって広がっていっ

て、本当の防災訓練のあり方、意識の持ち方

というは変わっていくのではないかというふ

うに思いますので、そこのところを期待した

いところであるのは事実です。という意味で

今回、質問させていただきました。というと

ころで、今後の教育長のお力をかりながらぜ

ひ学校教育にも広めていきたいという思いで

述べさせていただきました。

ということで、もしそれに何かお答えでき

るものがありましたらお答えしていただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今おっしゃったと

おり、学校だけで全てができるという思いは

持っておりません。当然、そこにかかわる地

域の方々、行政で言えば私ども教育委員会が

きちんと協力をしてやっていくということで

ありますので、可能な限り私の立場で努力し

ていきたいというふうに思っています。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） それでは三つ目の

まちじゅう図書館について再質問させていた

だきます。

御答弁いただきましたように、現在取り組

まれている具体的な活動については十分、理

解しているところでございます。たまたま、

今回、恵庭市のいろいろな取り組みを見たり

聞いたりしていたものですから、美幌の町で

もこんな取り組みができたらいいのではない

かという思いを込めて今回、質問させていた

だきました。

というのは、やはり活字離れ、図書離れ、

本を読みたがらないという子供だけでなく

て、大人も含めて申し上げたいところでし

た。やはりそれでは、ではどんなことができ

るのかなというふうな思いで、例えば先ほど

答弁いただいたように、美幌では３１施設で

それを実施されているということなのですけ

れども、ほとんど公的な施設ということに

なっております。

やはり、図書館中心になってやるというこ

とには限界があるということも十分、理解し

ているところなので、限界があるのであれば

やはり参加店に協力をしていただいて、利用

者をふやしていくということが考えられるこ

とではないかなというふうに思うところで

す。

それで、いつでも、どこでも、誰でもが図

書活動ができるという思いで町民、それから

家庭、地域、学校、町が一体となって環境づ

くりを進めていかなければならないのではな

いでしょうか。そういう思いで今回、公的施

設だけではなくて一般のそういうお店だと

か、もっと一般の人たちがかかわっている部

分で町民の人たちが交流できるスペースとい

うところを考えた上で取り組んでいただきた

いという思いで質問させていただいたのです

が、それについてはどのようなお考えなのか

お聞かせいただけるものがありましたらお願

いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 美幌町の図書館の

活動という部分でいけは本当に他の町よりも

一生懸命頑張っているのかなというふうに

思っておりますので、団体文庫という部分も

本当に積極的にやっていますので、先ほど図
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書館の限界という事でいけば確かにその恵庭

的な考え方は、私はよいことだというふうに

思っております。

ただ、今の美幌の図書館の活動はまだまだ

やれることはたくさんあるというふうに思っ

ているのです。ですから、私は立場的には教

育委員会という町としてやはり図書館をうん

と利用してほしいという意味からいけばまだ

まだ、それからそこにかかわっていただいて

いる方がたくさんいるということでありま

す。恵庭の中でちょっと考えていただきたい

のは、読書を通じてまちづくりをしていこう

という、そういう観点なのです。

ということは、逆に考えますと、そのこと

は町民の方々、恵庭でいえば市民ですけれど

も、私どもでいけば町民の方々がみずからそ

ういう環境をつくっていこうというやはり土

台をつくっていかない限り、例えば行政がこ

ういう条例をつくって、こういうというのは

読書に関する条例をつくってやりましょうと

いう旗を振っても、それは難しいかなという

ふうに思っております。

美幌は同じような動きとしては今、自治基

本条例をつくって、言うならばまちづくりの

主役は町民ですよと、そういう意味からいけ

ば町民の方はいろいろな今、活動をやり始め

ました。その中で読書ということに注目し

て、どこでもやはりそういう本を読める環境

を皆さんと協力してやりましょうという気運

を高めるのは私どもかもしれませんけれど

も、高まったときにやはりこういうようなま

ちじゅう図書館というのはできるのかなとい

うふうに思っています。

だから、そこら辺をちょっと自分としても

本当に教育委員会が旗振る話ではないとい

う、その辺をきちんと見定めた中で考えてい

きたというふうには思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、答弁いただい

たように私は条例までつくるとは考えていな

かったのです。

というのは、１人でも多くの人たちが本を

手にする、目にするという機会をふやしたい

という思いでこの恵庭市の条例ではないけれ

ども、そういう気運を高めるためにこういう

働きかけをやってはどうかなという思いだっ

たので、それこそ今、答弁があったように皆

さんに意識を持ってもらうことによって少し

ずつ気運が高まることを望んでいきたいとは

思っています。

ただ、その前にやはり本を読める、手にす

ることを優先に考えていかないと、なかなか

その気運も盛り上がっていかないのではない

かなというふうに思いますので、例えば今ま

で３１カ所利用されている施設の中でも利用

少ない場所、そういう場所を見直ししなが

ら、新たなところにも協力を求めることも必

要ではないかなというふうに考えております

ので、今後の取り組みとしてぜひ頭の中に入

れていただいて、１人でも多くの人に目に触

れる機会をつくっていただきたいというふう

に考えていますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今、図書館がやっ

ている部分については、どうしてもスタッフ

が限られるので、限りなく広めるというのは

ちょっと難しいところが、答弁書でもありま

すけれども難しい部分はあります。

ただ、本当にどこに一番、本を置けばいい

かという部分においてはこれからいろいろ研

究していきたいと思いますし、基本的には私

どもでいい図書館があります。ぜひ、図書館

に行っていただくと、大きな都市と違って私

どもの町ってコンパクトな、町の中に図書館

がどんとあります。ですから、まだまだ町民

の方、それから児童生徒はやはり行っていた

だきたいと思いますし、それからここにも

ちょっと触れてありますけれども、学校の図

書の充実ということでは、今、一生懸命力を

入れようということで頑張っております。

町長の行政報告の中にもありましたけれど

も、やはり元教員されていた方が多額な寄附

を学校図書のためにお金をいただいたりもし
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ています。そういった中でいけば、私はどこ

でもそういう環境をつくるということも大事

かもしれないですが、今ある部分、いうなら

今の図書館に少しでも行く努力、それから移

動というか、なかなか難しい部分であれば団

体文庫等に行っていただきたいという、そう

いう気運が高まったときに今後どうするかと

いうことを考えていけばいいかなというふう

に思っております。

ぜひ、恵庭的な話としては私も非常に賛成

ではありますが、本当に住民の方々がやはり

本を読む機会をつくる部分では有効な手段だ

と思いますけれども、まずは本当に図書館に

行ってみてくださいというふうにお願いした

いというふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 私の思いとしたら

町中に図書館をすることによって本を目に触

れる機会が多くなるかなというふうな思いで

したけれども、まだまだ図書館自体として活

躍できるいろいろな方策があるということで

あれば、それはそれでぜひ目に見える形で実

行していただければというふうに思っており

ます。

最後の質問をさせていただきます。高齢者

の低栄養予防についてということで再度質問

させていただきますが、答弁いただきました

ように具体的な事業に参加している人たち、

本当にたくさんいらっしゃることは十分理解

しています。栄養不足は寝たきりの高齢者や

疾病時など、特別な状況における問題だと思

われがちですけれども、一般的に軽視されて

おります。

健康志向が強まる中で、中年期以降のメタ

ボ防止の常識が高齢者の低栄養を招いている

のではないかということも知っていただきた

いと思います。

食事はバランスよくとると指導されている

と思いますが、肉類、魚類、卵、牛乳、大豆

製品、緑黄色野菜、イモ類、果物、海藻、油

脂類の１０種類を毎日とると言われておりま

すけれども、現実には約８割以下しかとれて

いないと言われています。８割とれればよい

ほうだと思っております。

まだ間違った認識を持っていられる方がか

なりいらっしゃいます。というのは、高年齢

になると肉は食べなくてもいい、野菜だけで

いいというふうに思われている方もまだまだ

たくさんおります。といいますのは、いろい

ろな町でのイベント事業をやっているのです

けれども、その中に参加できる人はある程度

の知識はあると思います。ところが、参加さ

れていないという人もかなりたくさんいると

いうことも認識していただきたいと思いま

す。そういう人たちのために、やはり在宅で

情報を提供してやることも必要ではないかな

というふうに考えているところです。

例えば、個々に必要な指導を行う、訪問を

行うということも考えられることだと思うの

ですが、このことについてもし考え方があれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 間違った情報も非常

にあるということを受けとめ方として、我々

は間違った情報を提供しているわけではない

ので、その辺ははっきりさせておいたほうが

いいと思いますけれども、いずれにしろ人が

命の営みをする、それにはやはり食べること

が基本だと思いますので、総合的な健康づく

りからいっても、我々はそのことを総合的に

推し進めないとだめだと思っていますので、

引き続きそういう努力をしていきたいと、そ

のように思っています。

それで、１回目の質問のときに追跡調査で

比較的若いうちに介護になった方は太った方

が多いとか、いろいろあると思いますけれど

も、いずれにしろ太っていても、肥えて太っ

てもだめだし、肥えて痩せてもだめだとやは

り思います。健康的な生活をしていくには、

やはりみずからしっかりとそういったことに

留意するということが極めて重要だと思いま

す。

我々、ですから保健師が今、従来の事業別
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の活動を今、地域密着にしようということで

外に出るというようなことをやっていますの

で、そういう中でも今おっしゃった参加して

いない人についても、やはりしっかりとした

情報提供はしていかなければいけないという

のはそのとおりだと思います。引き続き、そ

ういう努力していきたいと、そのように思っ

ております。

そして、この町の皆さんがやはり健康で長

生きを楽しむような、そういうまちづくりを

引き続き進めてまいりたいと、そのように考

えております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今、引き続き取り

組んでまいりたいというお話しがありました

ので、これから今後、期待をしたいと思いま

す。

特に、先ほどの答弁の中で低栄養予防の認

知度が男性が６８.２％、女性が７３.３％と

いうことで出されておりましたけれども、現

実、先日お話し聞いた中では自治会長さんが

いろいろ聞いた話を老人クラブの中で教えて

いるような、そういう状況もお聞きいたしま

した。

ただ、その中でやはり正しい知識をきちっ

と教えないとまずいのではないかなというふ

うに感じたものですから、やはり地域密着型

と言われている中で高齢になっても安心して

生活していけれる状況をつくっていただきた

い、ぜひ細かなところにまで配慮できる施策

であってほしいなということを期待して、質

問をこれで終わらせていただきます。

ありがとうございました。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開を１１時２５分といたします。

午前１１時１８分 休憩

────────────────

午前１１時２５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順より、発言を許します。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日は、

さきに通告してありました２項目、２点につ

いて質問させていただきます。

１点目、妊婦健診の充実について。産後妊

婦健診の助成について。

２項目め国保病院診療科について、産婦人

科再開の見通しについてであります。

１点目の産後妊婦健診助成についてであり

ます。

現在、母と子の健康を守る「妊婦健診」は

１４回まで無料になっておりますが、しかし

出産後の母体の健康状態を確認するための１

カ月健診は保険適用外となっております。産

婦の健診費用の負担軽減を図るために健診費

用を助成すべきと考えますが、お伺いいたし

ます。

２点目、産婦人科再開の見通しについて。

平成１６年から国保病院の産婦人科の診療を

休診されておりますが、その後の具体的な対

応と今後の再開の見通しについてお伺いいた

します。

１回目の質問を終わらせていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、妊婦健診の充実について、産後妊

婦健診助成についてでありますが、妊婦健診

は母子保健法第１３条において「市町村は必

要に応じ妊産婦または乳児もしくは幼児に対

して健康審査を行い、または健康診査を受け

ることを勧奨しなければならない」と定めら

れており、実施回数、公費負担額などの事業

の実施方法については各市町村の判断により

実施されているところであります。

しかしながら、国では公費負担にあって望

ましい健診回数、実施時期、健診項目等を示

しており、妊婦が受診することが望ましい健

診回数は１４回程度とされております。
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一方、今年度から国の妊婦健康診査支援事

業費補助金は、普通交付税による地方財政措

置へと移行された中、美幌町においては妊婦

健診事業の円滑な実施を支援することによ

り、妊婦の健康管理の充実と経済的負担軽減

を図り、安心して妊娠、出産ができる環境を

整備することを目的として、妊婦一般健康診

査１４回及び妊婦超音波検査６回を上限に助

成を行っているところであります。

近年、若い世代の妊娠や出産年齢の上昇に

より健康管理がより重要となる妊婦が増加傾

向にあることや、少子化、育児の孤立化が進

む中で、妊娠中からの保健指導の必要性が高

まっていることから、妊娠初期と中期に面接

を行い、適切な健康管理のための支援を実施

するとともに、プレママクラス、両親学級を

開催し、子育ての環境づくりなどについて学

習指導を行っております。

また、産後うつや虐待予防、異常の早期発

見の観点も含め、全ての家庭を保健師が訪問

する乳児家庭全戸訪問事業や保護者の養育支

援が特に必要な児童等の居宅を訪問する養育

支援訪問事業を実施しているほか、乳児１歳

６カ月児、３歳児健康診査、乳児、幼児、５

歳児相談と継続的に母子支援を実施してお

り、今後も母子保健対策を効果的に実施する

ため、町民の実情に応じきめ細やかな支援事

業を充実してまいります。

産後の健診については、母胎にとって重要

な健診であることは十分認識しております

が、厳しい財政状況下においてさらなる助成

は母子保健政策全体の中で検討する必要もあ

ることから、現在のところは国の動向を注視

してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

次に、国保病院診療科について、産婦人科

再開の見通しについてでありますが、御質問

の国保病院の産婦人科につきましては、平成

１５年度に全国的な産婦人科医師の不足か

ら、道内の３医育大学において分娩施設のセ

ンター化構想を踏まえ、旭川医科大学産婦人

科医局より派遣されていた産婦人科医師が引

き上げとなりました。

特に本町は、分娩可能な病院が北見市、網

走市など３０分圏内に所在していることか

ら、派遣停止の病院ともなりました。

このため、産婦人科医師の派遣について旭

川医大や道内外の関係機関に必要な協議を行

いましたが、全国的な産婦人科医師の不足と

常勤医師１名の体制では、異常分娩への対処

のリスクと分娩に関して２４時間体制で待機

することなどから、産婦人科医師の確保につ

いては困難性を極め、平成１６年度より休診

することといたしました。

休診後も、産婦人科医師の招聘を行いまし

たが、再開することができないため、平成２

０年度に妊婦エントリーネット１１９を開設

し、緊急時に備えた対策を講じたところであ

ります。

今後も北見市、網走市の分娩可能な産婦人

科を標榜する病院と十分な連携を図ることが

可能であれば、産婦人科医を標榜するサテラ

イト病院として再開が可能と考えておりま

す。

また、このサテライト病院的な運営による

経営収支がどのようになるかも見きわめなが

ら、引き続き産婦人科医師の招聘を行いたい

と考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ただいまの答弁の

中にもありましたが認識されているというこ

とで、産後の母体の健康状態を確認する上に

おいて、産後１カ月健診は重要な健診であり

ます健康な母胎が次のベビー誕生につながる

わけでもありますので、本当にまさしく重要

な健診であります。

また、少子化対策の一環として本町におき

ましても妊娠から出産までの助成制度も充実

されております。しかし、財源が地方交付税

措置になり、その中、妊婦健康診査支援事業

の推進に尽力されていることは理解させてい
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ただいております。

昨年の出生数は１６７人と伺っておりま

す。妊婦一般健診１４回と超音波検査６回を

上限に助成しておりますが、妊婦健診と超音

波検査の１回当たりの助成額はその市町村に

よって違うとお伺いしております。本町の助

成額をお伺いいたしたいと思います。お願い

いたします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ２点目の質問をさ

せていただきます。

妊婦さんの中に１４回分の一般健診助成及

び超音波検査の６回分の助成分を予定より赤

ちゃんが早く産まれたなどで満度に使用され

なかった方もいると思われます。その人数と

未使用の助成額を２２年、２３年、２４年度

分をお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 健診についての

額についてお答えいたします。

１回から１４回までは合計いたしまして５

万２,０８０円でございます。６回の健診に

つきましては３万１,８００円でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） ２回目のお尋ねわか

る、答弁できる。未使用の分。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今、統計資料ご

ざいませんので、後ほどお答えしたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） この健康管理、妊

婦さんが健康管理をしっかりされているか

ちょっと確認したかったのと、未使用の分が

どのぐらいの方が本町ではおられるのか、そ

こら辺もちょっとお伺いしたかったのでよろ

しくお願いいたします。

次に行きます。１４回分の助成は妊婦一般

健診でありますので、そのときの診察により

個人負担もあります。それに、退院時には出

産一時金４２万円の助成はありますが、妊婦

さんの状況、また病院によっても料金が違

い、自己負担も生じている現状もあります。

特に、結婚したばかりの若い夫婦にとって

は負担を強いられております。そのような状

況からも、産後健診の助成は妊婦さんの経費

負担軽減になると考えますが、いかがでしょ

うか。

そして、そのような助成の取り組みが次の

子供の子供を生みやすい環境につながるので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全てができれば非常

に私もいいと思っていますけれども、なかな

か財政状況というようなことも含めて厳しい

状況にあると。ただ、一定のサービスについ

てはしっかりとやっていこうということであ

ります。

妊婦さんにかかわらず、女性のいろいろな

子宮頸がんだとか、そういうものの取り組み

も実は国は補正予算使ってやりましたけれど

もも、北海道は全くお金を出さないというこ

とで、女性の知事なので、できれば道議会で

もぜひそういった声を私も上げていきますか

ら、中嶋さんのルートでもぜひ女性の立場で

これはやらなければいけないということを

しっかりと声を上げていただければ、一緒に

なってその辺やれば効果出ると思いますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） それは認識してお

ります。

でも、その予算は何か自治体ごと決めてい

く部分も何かあるようなので、その声はもう

ぜひ町長とともに上げていきたいと思ってお

ります。

今の若い方にそのように負担が、出産一時

金もいただいております、４２万円。本当に

昔に比べれば本当に助成額も多くなったなと

思っておりますけれども、まだ若い方には本

当に負担になっております。
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その一般健診も今、美幌町、今、計算しま

した、大体３,０００円なのでしょうか、ほ

かのところ見ましたら３,８００円だと、い

ろいろなところありますけれども、そういう

部分で本当に、そしてまたこの産後１カ月健

診というのは本当に大切な、赤ちゃんが妊娠

してから産まれて、出産して、その後のそれ

が一つの本当のサイクルというか、流れで、

それで本当の出産が終わったと、そういうも

のなので、本当に大事なものだと私は感じて

おります。

それをその中に組み込んでいただきたいと

いう思いがあります。そしてこのさきに質問

いたしました１４回の分を使わないで早目に

産まれたとか、こういう方もおります。それ

で１４回満度に使わない方のこういう部分も

何かそちらのほうに、１４回の中でも入れて

いただければ、何とか本当にこの若い人たち

のこれから出産される方に本当に負担軽減に

つながるのではないかと思っております。

だから若い方、これから本当に子供を生ま

なければ本当に美幌町も栄えていかないの

で、本当に子供を産んでいただく、そういう

助成は本当に重要な位置を占めているのでは

ないかと私は考えておりますが、いかがで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 少子化という観点か

らも議員おっしゃるようなことだと思いま

す。

今般、消費税が５％から８％に上がると、

そしてその対応は税と社会保障の一体的なと

いうようなことで、今、それの消費税上げる

ことによって冷え込む経済をどうしているか

ということで、きのう、おとといぐらいもい

ろいろ政府が考えている５兆５,０００億、

経済対策するというふうな中身をちょっと拝

見しましたところ、もうちょっと社会保障に

こういった若い人の子供を産む、そういうこ

ともより積極的にできるのだというようなと

ころだとか、あるいは保育所の問題であると

か、もうちょっと地域が地方がしっかり地域

事情にあったお金を使えるというようなこと

も、やはり経済対策としてやるのであれば、

しかも消費税上げることについては社会保障

に全て使うということでありますから、ぜひ

そういうことも我々としては声を上げていか

なければいけないと思います。

ただ、地方としてできることだけはしっか

りやっていきたいと思いますけれども、それ

にしてもやはり、財源というものが必ずつい

てきますので、そのことをしっかり見きわめ

ながら、このことだけで始末がつく話ではな

いので、総合的にいろいろなことをやってい

かなければいけないという思いであります。

おっしゃることは私は男ですけれどもよく

わかる話なので、これからも意を用いていき

たいと思いますので、どうか御理解をいただ

きたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 何かちょっと、こ

の今の答弁を聞きまして、ちょっと自分の中

ではちょっと寂しいなと、これから子供を２

人、３人と産んでいただく美幌町におきまし

ても、こういう施策は大事にやっていきたい

というような、そんな答弁をいただきたかっ

たなと、そんなちょっと寂しい思いがしてお

ります。でもぜひ、御検討していただきたい

と思います。

次に、美幌町でも最近、双子の赤ちゃんが

誕生しておりますが、多胎妊婦健診の助成は

どのようになっているかお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 資料が今ござい

ませんので、少々お待ちいただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 今、多胎妊婦健

診につきましては、１名の方が平成２４年に

該当しております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） １名ということで
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理解させていただきましたけれども、この健

診回数はどのようになっているのでしょう

か。一般の普通分娩、普通の健診は今は５万

２,０８０円とお伺いいたしましたが、この

方はどのように、多胎の方は。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 一般の方と同じ

料金になっております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 多胎妊娠の場合

は、通常よりもリスクが多いと伺っておりま

す。

また、場合によっては健診回数も多くなる

こともあるそうです。そういう点からも健診

回数の上乗せが必要かなと考えております

が、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 通常１４回でご

ざいますけれども、１４回受けていない方も

おられますので、これは最大限の健診日数と

考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） そうしたら、要す

るに双子とか、そういう多胎の健診の場合も

１４回を最大限に考えているということで、

それ以上ということは考えていないというこ

となのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） そのように考え

ております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 今の答弁もちょっ

と先ほどと同じで何かちょっと悲しいような

気がします。やはり出産に対しての、先ほど

と同じ繰り返しになりますけれども、やはり

本当に子供を安心して産んでいただける、そ

して双子というのを本当に望むというか、双

子を産むとわかっているわけではなくて、双

子がお腹にできたという時点で、この時点で

そういうリスクがあるということなので、そ

ういうほうにもぜひ力を入れていただきたい

なと思います。今の質問は終わらせていただ

きます。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 次の質問に移らせ

ていただきます。

産婦人科の再開の見通しについてでありま

す。

町民の方と国保病院の話に触れると産婦人

科はどうなっているのと聞かれます。出産施

設に対しては町民の皆さん初め、妊婦さん、

妊娠を希望している方、そしてその家族の方

などが心配しているところであります。

休診してから１０年近くの歳月がたちまし

たが、休診後、産婦人科医の招聘に努力され

ていることなどを時折々にその経過状況を町

民に知らせていただくことは非常に大事なこ

とだと日ごろから思っております、そういう

点はいかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 平成１５年度でとい

うことで１０年近くなると、この間、この間

いろいろ産婦人科医師の招聘ずっとやってい

きましたけれども、なかなか厳しい状況が続

いていると、それでその後の状況として産婦

人科だけでなくて、今度は小児科だとか、外

科であるとか、さまざまな標榜といいます

か、専門のところが非常に厳しくなって、国

保病院も一時は５人体制になったりというよ

うなことで、今、９人体制でやっております

けれども、産婦人科だけでなくて厳しいとい

うのが現実だと押さえております。

そんな中で、いろいろな医局であるとか、

あるいはインターネットを通じて募集をして

いるのですけれども、なかなか厳しい、とり

わけ小児科と産婦人科は医療訴訟もあるとい

うようなことと、待機時間が非常に長いとい

うことで、特に子供さんだとか出産は時間を

選ばないということで、医師の卵たちもなか

なか目指してくれないというのも全国的な傾
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向としてあるということなので、非常に苦戦

をしておりますけれども、ただ平成２０年か

ら妊婦さんのエントリーネット１１９という

ことで、北見の産婦人科を中心に何かあれば

即救急車で搬送できる体制を実はとっており

まして、今までは４８０人の方がエントリー

していただいて、そしてそのうち１６名の方

が無事出産をされたというような報告も聞い

ております。

ただ、やはり地元にという声が住民満足度

調査の中でも国保病院に対するいろいろな書

き込み、自由書き込みの中で１０２件あった

のですけれども、そのうち２３件は産婦人科

医の確保をしてくれだとか、必要だというよ

うな声もありましたので、引き続き医師確

保、産婦人科もそうですし、眼科も今、言わ

れているところでありますので、引き続き努

力していきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長、質問者中嶋さ

んから途中経過の報告がほしいなという話が

ありましたが、ちょっと触れてあげてくださ

い。

病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 中嶋議員おっ

しゃるように、なかなか医師招聘にかかる部

分については困難性が極めて高いという状況

があります。

したがって、管内的にも外科医、内科医、

招聘困難というようなことで非常に医師の招

聘には苦労しているわけでありますけれど

も、そこら辺の経過につきましては病院で発

行の一期一会に今度、実態というか、実情を

つぶさに掲載してまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ここで私が質問し

たかったのは、本当にこの１０年間の間、皆

さん本当にどうなっているかなという、そう

いう思いでありました。

それを今、一期一会で町民の方にお知らせ

していただけるということで、そういうこと

をちょっと質問したかったので、本当にこれ

はありがたいことだなと、そういうふうに思

います。やはり、町民にお伝えする、伝達す

るということはすごい重要なことだと思って

おります。

また、それを見ることによって理解もして

いただけますし、また町民の希望にもつな

がっていくのではないかと考えております。

次の質問に移らせていただきます。今の町

長からもありましたがエントリーネット１１

９にどれだけの方が登録されているかなとい

う思いで私もおりました。それも質問させて

いただこうと思っておりました。

そして今、お伺いしますと４８０人で、１

６人の方がこの救急車を利用されたというこ

とで理解してよろしいのでしょうか。その中

で、救急車の中で出産されたケースはあった

かどうか、ちょっとお伺いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 実質的には平成１９

年にスタートしましたけれども、１１月３０

日現在、ことしの４８０名の方がエントリー

をしていただいたということで、約９割近く

北見の三つの病院に搬送をしていると、そし

て搬送した方が１６名ということで、それぞ

れ搬送先の病院で出産をしているというふう

に聞いております。

主な救急に送った内容は陣痛によるものが

１１件ということのようであります。また、

破水によるものが３件ということで、そうい

う状況の中でも無事に出産をされたというこ

とであります。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 追加で御報告

させてほしいと思います。

救急車の中での出産というのは、今、確認

しますとないということであります。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 先ほどのちょっと

戻りますけれども、伝達のお話しで一期一会

に掲載していただくということで、それは前
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進があるなしにかかわらず今、招聘している

のだという、そういうことも掲載していただ

けるのでしょうか。

婦人科の話のその招聘の状況が何も進まな

ければ、何もそこには一切何も載らないとい

うことが、もうやはりどうなっているのだろ

うという、そういう不安になる一つの要因だ

と思うのです。その部分もどうなのかなとい

うことでお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 掲載の方法に

つきましては非常に微妙なところがあると思

います。

というのは、今、例えば産婦人科の先生で

あれば、そこら辺の先生とコンタクトをとっ

ていますというようなことも掲載すると、あ

たかも招聘できるのではないかというような

誤解もあろうかと思いますから、そこら辺は

こういうような今、先生との招聘活動を行っ

ていて、何が困難性があるかというようなこ

とをお知らせをしていきたいと思っていま

す。

○議長（古舘繁夫君） 中嶋議員、最初にお

話し出た妊婦健診の１４回というやつの１４

回になっていない人方のお金のことや回数の

ことは後で民生部長のほうから答弁してもら

うことにいたしますので。

３番中嶋すみ江さん。

○３番（中嶋すみ江君） 今の件、よろしく

お願いいたします。

次に行きます。今回の質問をさせていただ

いたことにより、産婦人科を標榜するサテラ

イト病院としての再開が可能と考えていると

いう、そういう答弁を伺いました。

それで、それに対しましてサテライト病院

の機能についてお伺いいたします。また、そ

の進捗状況を聞かせていただけることがあれ

ば、ぜひお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） サテライト病

院という考え方については、いわゆる分娩可

能病院と連携を十分とれるようなその体制を

つくって、いわゆる分娩を除く産婦人科医領

域の診療を行いたいという意味でのサテライ

トいう表現であります。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ただ、今のことは

町民の方もきょう聞いている方もおられると

思うので、ちょっと理解していただけたかな

と思います。サテライト病院の機能につきま

しては。

次の質問させていただきます。ここ数年、

全国的に救急車の利用者が増加傾向にありま

すが、妊婦さんの緊急時に救急車に出動依頼

をしても、利用していてできないという、そ

ういうときの対応はどのように考えているか

お伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 詳しいちょっとデー

タはありませんが、多分、今はそういうこと

はないと思いますので、消防事務組合を構成

している津別と美幌町一体運用していますの

で、津別で救急で北見に搬送なったときには

美幌町がバックアップに行くと、その逆もあ

るということで、多分、１町だけでやってい

るわけではなくて、津別町のバックアップ体

制しっかりとってやっているので、多分、な

いと思いますけれども、そういう体制もとっ

ているということでありますから、その点に

ついては御安心をしていただけるのではない

かなとは思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） 美幌町もこれから

子供をたくさん産んでいただく、そういう施

策をどんどん進めていっていくと、本当に子

供を産んでくれる方がふえていくのではない

かなという、そういう思いでおります。

そうした中にこういうことがあってはいけ

ないなという思いで質問をさせていただきま

した。

○議長（古舘繁夫君） 組合事務連絡室長。

○事務連絡室長（糸屋定春君） ただいまの



－ 23 －

中嶋議員の救急車の関係についてお答えいた

します。

現在、救急車は美幌消防署に３台、津別消

防署に１台ありまして、救急隊の配置は３隊

配置しております。

したがって、最大４件までは重複しても可

能な状況になっております。過去の例からい

うと、４件の重複というのは今までありませ

ん。そういう中では、最大３件の重複という

ことであれば、今までの統計からいうと十

分、対応していけるというふうに思っていま

すので、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ちょっとそれを聞

きまして安心いたしました。たまたま滋賀県

の大津市のほか３市で子育て支援を行ってい

るＮＰＯ法人の発案で、本町の妊婦エント

リー１１９と類似の取り組みがタクシーで運

行が開始されました。出産迫った妊婦を病院

まで送り届けるシステムになります。名前が

ゆりかごタクシーという名称で、車内で赤

ちゃんが生まれたときの対処法などを研修し

た運転手が迎えに来るという、美幌町もこの

前、美幌新聞に載っておりましたが、救急隊

が赤ちゃんの生まれたときの対処というか、

そういう研修をしているのが載っておりまし

た。本当、まさしくこれは美幌町と同じこと

を行っているのだなと、それは新しい体制で

滋賀県で関西のほうで初めてそういう体制が

整ったというお話しが載っておりました。

本当にそうやって、もし美幌町がそういう

重複したときに本当に高齢化が進んできてい

るので、そのときに救急車が４台全部出払っ

たときには、本当にどうなるのかなという、

そんな思いで質問させていただいたのですけ

れども、そしてまたこのようにタクシーが今

の消防のエントリーのと同じ体制づくりを

行っているということで、本当に全国的に行

政と民間の連携した取り組みが本当にどんど

ん進められていっているなと、本町も孤立死

を防ぐネット２５事業と地域見守り活動連携

協定結ばれておりますが、このように妊婦さ

んの緊急時にも本当にさらに安心がつながる

取り組みが充実されていくことが本当に大切

なことだなと感じておりました。

そういうことで、もし今のところが重複し

ていないということなので、今後これから先

のこといろいろ考えたときに、まだ国保病院

の婦人科の体制がとれておりませんし、分娩

のそういう体制もとれておりませんので、本

当にその産婦人科が再開するまで、本当にい

ろいろな体制をとっていただいて、本当に安

心して赤ちゃんを産めるそういう体制づくり

を希望いたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 引き続き医師確保に

向けたいと思いますけれども、産婦人科は異

常分娩含めて１人ではなかなか難しいという

ような現実もありますので、複数となるとな

お困難性を極めると思います。

引き続き、そういう努力をしていきたいと

思いますし、またエントリーネットのほうも

実はタクシーでやっておられるというところ

はちょっとわかりませんけれども、何かあっ

たら北見の産科と連絡をとり合って処置でき

る部分についてはやると、救急車の中で、そ

ういう体制もとれていますし、幸い救急車の

中、赤灯を回すとやはり北見まで２５分ぐら

いで行ったりするので、そういう面では札幌

市内ですと郊外のところからだったら３０分

以上かかるというようなところからみると、

医師確保、この町にいれば一番いいのですけ

れども、そういう状況でないときについては

今、お話ししたようなことでしっかりと取り

組みたいし、隣の町と一緒になって４台体制

で対応したいと。

多分、４台が一遍に出ても時間差があるの

で、行って救急車で送ったら、北見の３次医

療に送ったらすぐ戻ってくるので、多分４台

が北見に集中しているという時間は少ないと

思いますので、現実対応としては多分そうい

う時間差含めて大丈夫だと思うので、安心し

ていただきたいなと思います。
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なお、充実に向けて努力していきたいと、

そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番中嶋すみ江さ

ん。

○３番（中嶋すみ江君） ぜひよろしくお願

いしたいと思います。

ただ、私は子供３人目を産んだときに自宅

から病院まで３０分の中で子供が産まれたの

です。だから本当に陣痛が起きて、病院につ

いて２５分で産まれたのです。そういう自分

の体験がありますので、本当にそういうこと

もあるということで、病院の中で出産、その

とき今こういうお話しを聞いて婦人科がなく

なって、本当にもし私が４番目産んでいたら

もっと早く、本当に産まれるそういう体質な

のかなと、そういう方もいるのではないかな

と、それを思ったときにやはり本当に体制

が、しっかりとした体制が整わなければ本当

に不安でありますので、ぜひ体制づくり、婦

人科の子供が安心して産める美幌町で、そう

いう体制づくりを願い、質問を終了させてい

ただきます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 引き続きそういう努

力をしていきたいと思いますし、また産後妊

婦健診についても非常に答弁が悲しい、寂し

いという受けとめ方されましたけれども、私

も非常につらい思いであるということだけは

御理解を賜りたいなと、そのように思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 先ほどの答弁、民生

部長。

○民生部長（藤原豪二君） 先ほどは失礼い

たしました。

未使用分ということでございますけれど

も、１回目が１５９件でございます。それで

途中、転出入等ございますので一概には言え

ませんけれども、早く産まれる方ございま

す。そこで１２回目を受ける方で産まれて２

９件未使用、それから１３回目を受ける方が

９６件で未使用が６３件あります。それから

１４回目、さらに４７件の受診でございます

ので１１２件が未使用という考え方でおりま

す。

それで、金額にいたしまして６０万１,８

００円が未使用ということでございます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、３番中嶋す

み江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開を１時１５分といたします。

午後 ０時０８分 休憩

────────────────

午後 １時１４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順より発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君）〔登壇〕

さきに通告しております、町民会館の耐震

改修計画の見通しについて質問させていただ

きたいと思います。

この質問につきましては、３月の定例議会

において質問させていただいているところで

ございますけれども、現施設の課題や利用

ニーズを考慮して改修計画を検討し、早急に

計画の方向性をまとめたいとの答弁でありま

した。これまでの全町的な検討状況と改修計

画の方向性が決定されたかのをお伺いいたし

ます。

公共施設の中でも町民の利用頻度の高い施

設であります。特にエレベーター設置は相当

以前からは極めて優先度の高い町民要望であ

り、早急の計画策定、事業推進が必要と考え

ますが、多くの行政課題がある中で町長は優

先順位をどのように考えられておられます

か。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 上杉議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

町民会館耐震改修について、耐震改修計画

の見通しについてでありますが、かねてより

総務部所管により町民会館の耐震診断の結果
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を受けて対応を検討してまいりましたが、本

年度から教育委員会が町民会館を所管するこ

とになったことから、改めて教育委員会にお

いて内部協議を進めてきておりますが、具体

的な方向性を決定するまでには至っておりま

せん。

上杉議員御指摘のとおり、町民会館にはエ

レベーターの設置やバリアフリー化がされて

おらず、利用される多くの皆様に御迷惑をお

かけしていることは承知しております。

また、現施設は建築から４４年が経過し、

老朽化による破損や故障が頻繁に生じている

ところでもあり、さらに平成２３年度に耐震

診断を実施した結果、耐震化が必要と診断さ

れました。

このことを踏まえ、耐震改修あるいは改築

のいずれかを選択しなければならないと考え

ておりますが、老朽化を考えると将来に向け

て利用する施設としては耐震改修だけで問題

は解決しないことから、全面改築を視野に入

れて検討しているところであります。

事業実施に当たっては、現施設の課題や利

用者ニーズ、「びほーる」との効果的運用、

避難所としての整備充実を図ることが重要と

考えておりますが、その実現には多額の財源

を要することから、現在、財源確保について

種々模索している状況であります。

なお、整備の方向性につきましては、年内

をめどに一定の結論を出すこととして関係部

局を含めて全町的協議を取り進めてまいりた

いと考えております。

また、施策の優先度の判断に当たっては、

第５期美幌町総合計画を母体として、中でも

町民の皆さんの日々の生活の中で最も重要な

要素である行政サービスの安定的、かつ継続

的な提供、すなわち「安全、安心な環境を提

供していく」施策・事業及びマニフェストの

実行を優先に捉まえた上で、総合的に判断し

ておりますが、町民会館の改修につきまして

は「安全、安心な環境を提供していく」観

点、さらには避難所として指定されているこ

とからも優先度は高いと認識をいたしており

ます。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） それでは、再質問を

させていただきたいと思います。

私は３月定例会の質問で、この耐震改修の

中で新たな施設建設も一つの検討策だという

ふうに町長のほうから答弁をいただいており

ます。

今回いただいた答弁では、耐震改修、ある

いは改築のいずれかが選択肢で、全面改築を

視野にしているとのことでございます。４４

年経過した老朽化施設に耐震改修で多額の費

用を投じても、どの程度の期間、耐用年数が

延びるのかは定かではありませんが、現施設

に不足する機能を充実させての全面改築が適

切な判断であると私も同感であります。

全面改築の可能性が濃厚と考えてもよろし

いでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 耐震改修ということ

になれば、耐震に対する改修とあとはお話し

がありましたように町民会館がユニバーサル

デザインになっていないと、特にエレベー

ターの設置についてはないということで、あ

そこ今、３階建てでありますけれども、税の

申告をしたり、あるいは文化祭の折りもび

ほーるでいろいろな芸能部門発表会をやっ

て、展示物については第２ホール、あるいは

ロビーを使ったりしているのですけれども、

第２ホールまでなかなか行きにくいという話

も聞いたりしております。

そういった意味で、耐震改修だけで果たし

て４４年たった建物がこの先もっていくの

か、またユニバーサルにしても果たして４４

年たった建物がこの先２０年、３０年、使え

るかどうかということは極めて私も疑問に

思っているところであります。

ただ、全面改修ということになると、多額

な経費がかかることが予想されるということ

で、今、財源も含めていろいろな検討してい
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るところでありますので、３月の定例回に一

般質問いただいたときから、町の状況も変

わってきているというのも私は認識しており

ますし、これから先に向けてのことも考える

と、やはり財源を含めて今年度中に方向を決

めたいと、そんな思いでおりますので、今、

直ちに全面的にというようなことは、ただ状

況判断としてはそういう状況判断で、私も同

じような展開を持っているところでありま

す。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 町長答弁のように、

全面改築となれば相当、費用がかかるという

ことは私も十分認識しますけれども、先ほど

も質問させていただいたように、４４年経過

した老朽建物に前のお話しでは耐震化だけで

いわゆる９,０００万円ほどかかると、補強

するのに、そのほかに私が強く住民の声とし

て質問させていただいているエレベーター設

置が数千万、それだけでゆうに１億数千万、

単純に考えましてもかかってまいります。

ですから、そういう調子で本当に町長の答

弁にありますように３０年もつのか、４０年

もつのかちょっと私も年数的にはわかりませ

んけれども、やはりやるとすればしっかりし

た計画づくりをして住民の要望に応えていく

という意味では、ぜひそういう全面改築を視

野にした内部検討というようなことを、この

答弁からはそういうふうに私自身は強く感じ

るのですけれども、財源のこと含めて今年度

中ということですから、なかなかお答えにく

いのでしょうけれども、現状の判断としては

やはり今の施設の補強よりは全面改修が好ま

しいというふうに町長は現状では考えてい

らっしゃるのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 財源の話をさせてい

ただきましたけれども、財源がなければ絵に

描いた餅になりますので、今直ちにというわ

けにはいきませんけれども、ただ３月の定例

回でお話しいただきました、一般質問してい

ただきました。その後も実は会議所からの要

望も先日ちょっと伺いました。強く改築とい

うようなことを要望された経過がございま

す。

ただ、方法としては耐震改修だけをやる、

あるいは耐震改修とユニバーサル、いわゆる

トイレ、エレベーター含めてバリアフリー化

含めてユニバーサルデザインにする方法もあ

ると思います。

それから、全面改築というふうになると、

現施設があるところでいいのか、どこか別な

ところがいいのかということ、いろいろ考え

なければいけないことたくさん出てきており

ますので、それらの方向性をまず出したい

と、それはもう一つ大きな背中押すのはやは

り財源だと思いますので、この辺しっかりと

財源の道を探り、早急に今も当たっているの

ですけれども、これら広く財源をどこかから

調達できるようなことも情報として収集し

て、できれば今年中に判断をしたいという思

いであります。

何か歯に何か挟まったような話をして申し

わけないですけれども、多分、９,０００万

とおっしゃったのは当時の積算した概算だと

思いますので、これが全面改築になるとやは

り数億というふうな話になると思いますの

で、財源の見通しのない中でのお話しは

ちょっと今のところ差し控えさせていただき

たいなと思っております。

思いはここに、１回目の答弁したとおりで

あります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 整備の方向性は年内

に一定の結論を出すということで今まで、教

育委員会に所管がえになりましたけれども、

内部協議も重ねていると思います。

私もこれを質問したというのは、商工会議

所の要望の中で町長が年内に方向性を示した

いというようなことをお話ししていたという

ようなことから、やはりこの時期にという思

いで質問させていただいたのですけれども、

年内となると残り２０日ほどしかありませ

ん。
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それで、その方向性というのはいわゆる現

施設を耐震改修、町長が言うにはユニバーサ

ル化することも含めた部分での一つの現施設

を利用する方法と、全面改築をすると、場所

のことは別にして、そういう方向性というふ

うに受けとめてよろしいのでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 町民会館のあそこの

機能をどうするかというのは、多分、今お話

しさせていただいたし、議員からお話しが

あったように三つぐらいしか考えられないの

ではないかなと思っております。

さらに、もうちょっと細分化すれば改築と

いうことになれば、今の場所がいいのか、ほ

かの場所がいいのかというようなことを含め

ると選択肢としては四つ、もしくは何もしな

いというような方法もありますけれども、そ

うはならないと思っております。

それで、優先順位はどうなのだというお話

しで、私は優先順位が高いと認識していると

いうことは、これは３月以降の状況も随分、

町の中の状況も変わってきているというよう

なことも一つ具体的なお話しはなかなかしに

くい部分ありますけれども、状況としては非

常に変わってきているという状況も踏まえた

中で、優先度は高くなってきていると、そし

て今、かなり高い状況にあるというような判

断をさせていただいております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） その選択肢の中に現

在地なのか別場所なのかということも、その

方向性の中にあるということなのですけれど

も、私自身はその優先順位が高いというふう

に町長も認識されている、そこは一緒であり

まして、特に避難所に指定されている公共施

設であるということから、既に耐震の診断が

終わっている施設というのは町民会館以外に

コミュニティーセンターだとかスポーツセン

ター、これから耐震をされるであろう、審査

をするであろう東陽保育園とか老人憩いの

家、そういったものがあるわけですけれど

も、中でもやはりこの町民会館の利用頻度と

いうのは非常に高いということや、町長も十

分認識されていますように、やはり高齢者の

方が階段を上ったりすることが大変、苦痛に

感じているということや、トイレも一部改修

はしていただいておりますけれども、まだま

だ十分な改修になっておりませんし、あわせ

てびほーるができました後、私も何回か足を

運んでおりますけれども、実際にびほーるを

使う場合に第２ホール、第３ホール、和室な

どが控え室だとか着がえとか、そういった機

能でさらなる充実を求められておりますの

で、そういう面ではいわゆる耐震をしなけれ

ばならない施設の中で町民会館は第一順位で

あるというふうに町民に明確にお答えいただ

きたいと思いますが、町長、お考えはいかが

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 非常に優先順位は高

いということで、その順番についてはこれを

どうするかによってまた、その順番といいま

すか変わると思うので、今、何番目というよ

うなお話しはちょっとできませんけれども、

いずれにしろ避難所になっているのもありま

すけれども、やはりびほーるがあれだけの利

用率、この前もちょっと確認したら８０％を

超える利用率ということで、全国的に見ても

まれな施設だろうと思っております。

それと、機能的により利用度を上げる、利

用しやすさを求めていくということになる

と、やはり優先順位は非常に高いのではない

かなと思っておりますので、具体的に順番は

我々これから向かっていく次の時代のいろい

ろな課題もありますので、今この場で何番目

というようなお話しはできませんけれども、

非常に優先度が高まってきているということ

だけは認識をしているところであります。

それで、具体的な方針を出そうという、と

ころまでたどり着いてきたというのが現状で

あります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ３月には優先順位の

つけ方について、あるいは当然、住民がいろ
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いろな公共施設を利用する中で、どういう順

位づけで耐震改修がなされていくのかという

ことについて関心事でもありますので、町民

への好評の取り組みに関しても私は質問させ

ていただきました。

その中で町長は診断結果が出た段階で一定

の物差しを示す必要があるというふうにお答

えいただいておりますけれども、そうなれば

既に耐震調査をしている、先ほど申し上げた

町民会館含む三つの施設、これから耐震改修

するものもございますけれども、それらの施

設の具体的な改修方法だとか、いわゆる時期

だとか、順位、そういった物差しが公表とい

うのを町長としてはいつごろまでになされる

考え方でいらっしゃるのか、個別に単体で町

民会館どうだこうだということよりは、耐震

が必要な施設というのも明らかになっている

わけですから、そういったものが既に終わっ

たものについて、私は町民の皆さんにしっか

りと町長のほうからそういう今、申し上げた

ような情報を公表していただくことで町民の

皆さんも納得、安心ができるのではないかと

思いますので、その辺の考え方についてお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 耐震診断ですね、既

に旭小学校であるとか、町民会館、コミセ

ン、ことしはスポーツセンター、これが一気

にできれば一番いいのですけれども、なかな

かそれも許さないという状況にありまして、

旭小学校は耐震調査した結果、大丈夫だと、

お墨つきいただきました。町民会館は不都合

があるというようなことと、コミセンについ

ては２５年、今まさに発注してやろうという

こと、設計の発注を今しているというような

ことで、一遍にやれればいいですけれども、

なかなかそういう状況にもないということ

で、年次的にある程度やっていかなければい

けないだろうと思っております。

その中で、優先順位をやはりつけないとい

けないと、それも一つの物差しとしては避難

場所であるとか、そういうことも非常に重要

だと思います。

それで、これは財源の話をするといろいろ

あるのですけれども、多分、美幌中学校が移

転しない場合は、美幌中学校耐震診断したら

大規模改修も終わっていて、かなり年数たっ

ているので、耐震診断極めて危ないというよ

うな状況だったのが耐震改修終わっている美

幌高校、普通高校のほうを無償でいただける

ということになったので、そういう面ではそ

の必要性がなくなったというようなことで、

財源の振りかえで考えるとちょっと気持ちは

楽には、財源の部分でいうと楽になるのかな

とは思っていますけれども、いずれにしろ年

次的に耐震診断、耐震改修はやっていかなけ

ればいけないという中で、びほーるに接続し

ている町民会館は非常に優先順位としては高

くなってきたなという思い、繰り返しになり

ますけれども、そういう思いであります。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 先ほど町長の発言の

中に３月以降、町の状況が変わってきている

と、これは何を意味するのか私はよく理解で

きないわけですけれども、そういう状況の変

化の中で町長の気持ちとしては今、お話しの

あった町民会館のいわゆる改修についてかな

り踏み込んだ方向性や決断をして、いつにな

るかわかりませんけれども新年度予算を迎え

る時期でもありますので、一定の方向性が来

年３月ぐらいまでに町としての方向性、事業

着手とかそういったところはもちろん先にな

るのでしょうけれども、そういった見きわめ

で議会側にも説明するような腹を持たれてい

るように私は感じているのですけれども、そ

の辺、差し支えない範囲で先ほどの状況変化

みたいな内容についてよければお聞かせいた

だきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 我が町でこういう種

類の建物、例えばやり直す、新しく建てると

いうことになると、財源のお話しですけれど

も、まず防衛施設の周辺整備事業というのが

かなり高率の補助があるというようなこと
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で、我が町にとっては有利なのですけれど

も、ただなかなか今のメニューの中では厳し

いという、この間もちょっと札幌の防衛局の

ほうに尋ねると、なかなか防衛予算の中でも

そういった周辺整備のことでは難しいという

ような話もいただいておりますし、また今、

我が町の地域指定については辺地しかござい

ません。

それで、我々議員の皆さんにも御説明させ

ていただいたと思いますけれども、何とか平

成２２年度の国調を使って過疎債が使えるよ

うなことというようなことで、これは議員提

案で、議員立法のほうでやっているので、今

の政府与党として、自民党として特別委員会

をつくってどうしようかというようなこと

で、実は検討されて３月までに、次の通常国

会といいますから、多分１月の通常国会に出

てくるのだろうと思いますけれども、どうい

う要望というのは我々が主張した平成２２年

度の国勢調査の確定値を使ってくれと、それ

であれば１７％の２５年減少率を超える美幌

町は１９％というようなことの主張をずっと

繰り返してきたので、その動向もちょっと加

味して財源もそういうものがもしくは可能に

なってくれば、財源としての道も開かれてい

くのかなと思っていますし、全額起債という

わけにもいかないと思いますので、使うとし

たら公共施設整備基金か財調かというような

話になると思いますので、その辺もちょっと

見比べて、全体どれぐらいかかるかという話

も町概算でも出して、その中での検討をしな

ければなかなか、よし行きましょうというこ

とまでいきませんけれども、今年度中に何と

か結論というか、大きな柱だけ示せればな

と、そんな思いで今、取りかかっているとこ

ろでありますので、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 財源対策の一環でも

いろいろ防衛省補助だとか努力されているこ

とはわかりました。

それで、その状況変化というのは私が受け

とめたのは、いわゆる辺地のみから過疎指

定、これは議員立法でやったことも十分承知

しておりますので、そういった面では今、１

月のそういう通常国会の中で新たに見直しと

か、そういったことがされることによって有

利な過疎債の適用とか、そういったことが実

現できるとかなり可能性が高くなってくる

と、そういう意味での状況変化ということ

で、主にそういう財源対策がそういうものが

整備されることによって、一歩前に踏み出せ

るというような部分で町長は捉えられている

ということで御理解していいですか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今の過疎指定は、財

源の部分で言えばそうだということでありま

すけれども、この町の中の状況はなかなか

今、この場でお話しするのは極めて適切では

ないと思いますけれども、状況の町の中の状

況は非常に変わってきていると、宿泊施設含

めて将来どうなっていくのだというような会

議所のほうからのお話しも実はちょっと聞い

ていまして、そんなことも含めて極めて状況

が変わってきているというような捉え方を今

しておりますので、これまでお話しできるの

は、できるという今、状況ではありませんの

で、ただそういうふうに状況変わってきてい

るということだけお話しさせていただいて、

勘弁いただきたいなとそのように思っており

ます。

ただ、ただし、これは今も変わりつつある

し、将来もうちょっと変わっていくだろうと

いうような判断も実はしています。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） いろいろな状況変化

というのを踏み込んで、町長が今、答えられ

ない部分はそこはそこで、これ以上、再質問

しても難しいかと思うのですけれども、先ほ

どのいろいろな選択肢の中に今回、１２月中

に一定の方向性という中には先ほど言った全

面的なものを、現施設を利用することのほか

に、もう一つ非常に関心事である現在地のな

か、ほかに移転して全面改築するのかと、そ
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ういう選択肢も含めて年内に町長自身は方向

性を出すというふうに受けとめてよろしいで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全面改築するという

ことになると、今の場所かどこかというよう

なことが当然、出てくると思います。

ただ、今、びほーるができて、それであそ

こだけ切り離して果たして機能していくかと

いうことも考えていかなければいけないと思

いますので、これはもうまだ全面改築という

答えが最終的には意志決定していませんの

で、どこでやるかということ含めて、それは

早急に検討していきたいなと、そのように

思っております。

別な場所ということで想定すると、やはり

会議所あたりの要望にもありますけれども、

中心市街地の中に何とか来れないだろうかと

いうような、これはオープンになっている話

なので、それはさせていただきたいと思いま

すけれども、そういうことも含めてやはり全

面改築という例えば結論が出ました。そし

て、それはどこでやるのですかということも

含めて検討していきたいと、そのように思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 私、先ほど質問させ

ていただいたように、びほーる単体だけでは

やはり機能果たしていかないということで、

今、古い町民会館の第２ホール、第３ホー

ル、和室だとか、その他の施設含めた機能と

相まってびほーるが有効に生かされるという

意味で考えていきますと、私は全面的な改築

することについては先ほど同感だとお話しを

申し上げましたけれども、それでは別の場所

に移転して、びほーるだけ残すようなことが

本当に町民が望んでいることだろうかと考え

ると、それは否と言わざるを得ません。

そういった意味では、やはりしっかりとそ

の辺の年内に方向性出すのだとすれば、方向

性出てそれが結論だということではなくて、

私はやはり行政がいろいろ気づかない、あの

施設に対するいろいろな課題だとか、あるい

は町民要望、そういったものをしっかり受け

とめながら方向性出たとしても具体的な事業

計画を立てていくまでの間、そういうヒアリ

ング等をしていかないと大変な結果になって

くると思いますので、ぜひそういった面では

現在の町民会館の機能を基本的にはあそこに

残すべきだというふうに考えておりますの

で、その辺について町長、検討の中で別の場

所ということも検討の選択肢であるというこ

とでしたけれども、そこは現状ではやはり機

能を残さざるを得ないという認識に立たれて

いるというふうに受けとめてよろしいでしょ

うか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） それも含めて早急に

結論出していきたと思っております。

それで、町民の皆さんの要望というような

ことあるのですけれども、実は町民の皆さん

２,０００名に対して満足度調査、実はさせ

ていただきました。回答が４８％ぐらいとい

う、かなり高い回答だったのですが、そのう

ち書き込みのところの件数がかなり多くて８

５０、ちょっと今、正確な数字はあれですけ

れども、たしかそれぐらいの書き込みがあり

ました。相当、住民の皆さんの関心度が高い

なというふうに思っていますけれども、その

中で町民会館、びほーるに対する記述って本

当に少なかったのです。それは、我々の見方

からするとびほーるができたので、その利用

しやすさ、そういうようなことである程度の

御理解をいただいているのかなというような

思いはありますけれども、ただ現実問題とし

て我々もいろいろな町民会館に来られる方の

声も聞いておりますので、その中ではやはり

先ほど議員おっしゃったようなこと、そのこ

とは私も認識しておりますので、８５７件で

すね、自由記載が、その中で余り多くはな

かったということなので、住民の皆さんにお

話しできる時期がいつがいいのかということ

も含めて、とりあえず我々の腹構え、しっか

り年内に決めていきたいと、そんなふうに
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思っております。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 年内に方向性示され

るということですから、その煮詰めた結果を

我々もしっかりとどこかで説明を受ける機会

を設けてほしいと思うのですけれども、今話

したように満足度調査に書かれていないか

ら、それでは古い町民会館が皆さん満足して

いるということではなくて、びほーるには満

足していても、そこに横にある町民会館が非

常に使い勝手悪いというのは、これは多くの

町民の意見としても私、聞いておりますの

で、特にやはり方向性を出した後に具体的な

事業計画を立てる段階で多くの町民の意見に

基本的に耳を傾けるというようなことを協議

しながら、当然、町でつくった自治基本条例

の中で示されているように、まちづくりの主

人公は町民ですということがありますので、

そういった面では今後やはり具体化していく

に当たってぜひ町民の声をやはりしっかり聞

く、そして計画の中に肉づけしていくという

ような観点で判断をしていっていただきたい

と思います。

その辺、今は方向性だけですから、まだ計

画にはなかなか具体化してこないと思います

けれども、方向性出されたときは改めて議会

側のほうに、そういう考え方について私は所

管している立場でもありますので、町長のほ

うからそういう考え方について当然、説明が

あるのではないかと、新聞に載って知ったの

ですけれども、まさかそこまで私も進んでい

るとは思っておりませんでした。そういった

面で、１２月、年内に出される方向性につい

ての説明をしっかりしていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もちろん、大筋決ま

れば議会含めてお知らせをしていきたいなと

思っています。

あともう一つ、平成１３年に実は町民会館

にエレベーターをつけるという予算を町側か

ら提案した時期がありました。そのときに反

対討論、賛成討論もして、いろいろな議会の

中で論議いただいた結果、修正というような

ことでエレベーターがだめになったという経

過があるのですけれども、それからもう１２

年もたっていますので、さらに老朽化が進ん

でいるというようなことなので、そういうこ

とを考えるとなかなかエレベーターだとか、

バリアフリーだけで済むのかなというような

ことは思いとしてはちょっとありますので、

議会でもそういう論議された経過はあるとい

うことなので、その辺、御理解をいただけれ

ばとそのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 思いとして強くある

ということですから、私が受けとめるに、や

はり部分的な改修だけではなくて、やはり全

面的な方向で考えられているのではないのか

なと私流に勝手に解釈をしたいと思います。

エレベーターの問題というのは本当に私も

議員になって多くの町民の皆さんからいろい

ろな機会にお話し聞く中でいつも出てきてお

ります。特に高齢者の皆さんは、財源問題が

あるといっても余り長く待てないよというこ

とも、多くの高齢者の方が訴えておりますの

で、そういった事情も十二分に賢察いただき

ながら、いい形で年内に方向性が示されて、

そして具体的なそれを実施するための財源手

当だとか、そういったものをしっかり見きわ

めながら、できるだけ早い時期にこの町民会

館の全面改修が着手できるように強く求め

て、私の一般質問を終わらせていただきま

す。最後に町長のお考え方を。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、御質問いただい

たこと、しっかり受けとめてやっていきたい

と思っています。

それで、財源のお話しもありましたけれど

も、地域指定がないということでお話しさせ

ていただきましたけれども、自民党のプロ

ジェクトチームでは一定の方向が出たという

ことで、インターネットでも既に公表されて

いますけれども、２２年使うというようなこ
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とで、１月の通常国会には提案していくとい

うようなお話しもありました。

その中で、新たにふえるのは２２カ所とい

うようなことを言っていますけれども、その

中に美幌が入るかどうか、具体的な記述がま

だないので、何とも言えないというところで

ありますけれども、我々は物すごい期待をし

て待っておりますので、そうなればまた財源

措置ができれば、今おっしゃったようなこと

を含めて非常に使い勝手の悪い施設になって

しまったと、経年的になってしまったという

解消の道はスピードアップされるのかなと

思っていますので、今後とも方針の決めて、

機会があれば皆さんにお知らせするような手

だてをしっかりと考えていきたと、そのよう

に思っております。どうぞよろしくお願いし

ます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、４番上杉晃

央さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は、２時５分。

午後 １時５３分 休憩

────────────────

午後 ２時０４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順により、発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告いたしました、２点、３項目につい

て質問いたします。

１点目、共同墓の設置についてです。

合同納骨塚設置の考えは、「お墓は長男が

代々継承すべきもの」と考えて来られました

が、少子化や未婚率、離婚率の増加、「家

族」の多様化が加速する社会で、墓守がいな

いという悩みはますます切実なものになりつ

つあります。

北見市では、平成２５年４月より北見ケ丘

霊園合同納骨塚の受け付けを開始し、１０月

末現在、埋葬体数７６体とのことです。

また、網走市でも汐見墓園に合葬墓を設置

しています。子供世帯の厳しい経済状況を考

え、余計な負担をかけたくないと考えている

方も多く、美幌町でも合同納骨塚の必要性が

あるのではないかと考えますが、町長のお考

えをお聞かせください。

２点目といたしまして、教育行政について

です。

教育行政の１点目、「いじめ防止対策推進

法」後のいじめ防止対策についてです。

平成２５年９月２８日から、「いじめ防止

対策推進法」が施行されました。この法律で

は、いじめ防止を学校での道徳教育や家庭で

の規範意識の強化を求め、いじめが発生した

場合には、いじめられた子への支援、いじめ

た子への指導のほか、校長、教員に対して懲

戒権の行使を求め、教育委員会に対しては出

席停止、さらに犯罪と見なされるいじめにつ

いては警察への通報と連携を求めています。

その一方で、この法律がそのまま現場にお

ろされれば、教職員、子供、保護者など、教

育当事者間の信頼関係を損なう恐れがあると

懸念されてもいます。

いじめ問題に対しては既に取り組みされて

いることは認識しているところですが、いじ

め防止対策推進法が施行されたことによっ

て、今後、教育委員会としてはどのようなこ

とが求められるのか、いじめ防止対策をどの

ように推進するのかお聞かせください。

また、平成２５年度のいじめの件数などが

わかればお知らせください。

教育行政についての２点目、小・中学生へ

のスマートフォン教育についてです。

数年前は子供と携帯電話が問題となってい

ましたが、ここ二、三年はスマートフォンを

持つ小・中学生が増加し、特に昨年あたりか

ら急増しています。無料通話アプリで利用者

同士による通話やメッセージのやり取りや、

写真、動画の送受信ができ、無料通話アプリ

を使って夜通しで友達とメッセージのやり取

りをし、生活や学業に支障を来す「依存症」

と診断され、通院治療を受けなければならな
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い子供も出て、社会問題となっています。

親や学校でも注意はしているのでしょう

が、教育委員会としても何らかの指導が必要

ではないかと考えます。

長野県教育委員会は、本年２月に無料通話

アプリのトラブル事例や安全に利用するため

のポイントをまとめ、県内の小中学校、高校

に配付してアプリの設定によっては知らない

人からメッセージが送られてくる可能性があ

るなどとの注意点も上げ、保護者にも周知を

促すなどの取り組みが報道されています。

小・中学生のスマートフォン使用につい

て、町内では問題はないのでしょうか、また

今後、教育委員会としての対策など、考えが

あればお聞かせください。

以上、３点、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

共同墓の設置について、「合同納骨塚設置

の考えは」についてでありますが、社会では

核家族化による親子・兄弟関係が希薄とな

り、無縁社会が進行し、先祖代々のお墓を

守っていくという、これまでの一般的な考え

方だけではなく、供養、葬儀の形式について

も多様化してきているものと考えておりま

す。

町内に設置しております霊園では、総区画

数２,７９５区画中、残区間数が６３区画と

なっております。残区間数の推移状況によ

り、美幌霊園の造成も考慮しております。

北見市では、北見自治区内の霊園の造設は

土地の形状、埋蔵文化財の関係から新たな墓

域を造成するのが困難な状況にあり、「合同

納骨堂」の設置に至ったと伺っております。

いずれにいたしましても、町民ニーズや町

内霊園の残区画の推移を見きわめ、町内にあ

ります宗教法人が管理運営しております施設

の状況についても実情を把握するなど、関係

者各位との十分な協議を行う中で、宗教感情

にも配慮しつつ、調査研究をしてまいりたい

と考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 岡本議員

の御質問に答弁させていただきます。

初めに、「いじめ防止対策推進法」の後の

いじめ防止対策についてでありますが、本年

６月に交付された「いじめ防止対策推進法」

では、国を初めとする関係者の責務が規定さ

れていますが、地方公共団体には国が定める

いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実

情に応じた基本的な方針、地域いじめ防止基

本方針の策定に努めるよう求めています。

道教委は、いじめの根絶に向けた社会全体

の気運を高めるとともに学校、家庭、地域、

行政がそれぞれの役割を果たすことが重要で

あることの認識のもと、（仮称）北海道子供

いじめ防止に関する条例の制定に向けた作業

を進めており、年度内の制定を目指していま

す。

教育委員会といたしましては、「いじめ」

が社会問題となっている今、実行あるいじめ

防止対策に取り組むべきと理解しており、道

教委が制定を目指す条例が制定した後、条例

との整合性を図りながら、地域いじめ防止基

本方針の策定に向けた作業を進めてまいりた

いと考えております。

御質問の平成２５年度のいじめ件数につき

ましては、各学校におけるアンケート調査の

結果、４月以降に「いじめ」を受けたことが

あると訴えた件数は、小学校で１５６件、中

学校で１６件となっています。

その内訳につきましては、「無視され

た」、「悪口を言われた」、「いたずらされ

た」等の内容であり、担任の日ごろの見取り

や指導に基づく判断に加え、生徒指導部を中

心に学校全体で適正に対処したところ、痛ま

しい事案の発生のおそれのあるいじめと認知

すべき事案については該当しないとの判断に

いたっております。

「いじめ」は、人間として絶対に許されな

い行為ですが、いつでも、どこでもあり得る
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こともまた事実です。いじめ問題への対応は

学校教育委員会における最重要課題の一つで

あり、組織的な対応が求められています。い

じめの防止、いじめの早期発見、いじめへの

対処を常に念頭に置きながら、子供の豊かな

心を育む道徳教育の充実を図るとともに、関

係者が一体となっての取り組みを推進してま

いります。

次に、小中学生のスマートフォン教育につ

いてでありますが、インターネット利用者数

は年々増加傾向にありますが、その一方でイ

ンターネットへの依存による健康面等への影

響も指摘されています。

厚生労働省が本年８月に実施した調査で

は、中学生のネット依存率は６％と大人の２

％を大きく上回る状況にあり、その要因とし

てスマートフォンの急速な普及が上げられて

おります。

町内の児童生徒のスマートフォンの利用状

況を把握しておりませんが、ことし４月の全

国学習状況調査によると、小学６年生の約４

割、中学生の約７割が携帯電話を利用してい

ることの結果が出ています。

各学校においては、情報教育を推進する観

点から、道教委が作成したリーフレットを配

付するほか、学級活動で携帯電話（スマート

フォン）の正しい利用方法とネットの危険性

を指導する一方で、学校通信やＰＴＡ研修会

を通じて保護者への意識啓発、ルールづくり

を呼びかけるなど、各家庭の理解と協力を求

めております。

また、教育委員会では昨年、ネット社会に

精通された方を講師に招いて「ネットトラブ

ルの現状と未然防止に向けた課題」と題した

講演会を開催するなど、生徒指導を行う上で

役立つ情報の学校現場への発信に努めている

ところです。

保護者が携帯電話やスマートフォンの利用

ルールを決めていると考えていても、子供は

必ずしもルールとして認識していないケース

もあります。利用時間を区切る、充電は居間

で行う、親のお金を使っていることを意識さ

せるなど、町広報紙で家庭におけるルールづ

くりを働きかけるとともに、学校においては

スマートフォンを含めた情報機器を利用する

際のモラルを身につけさせるなど、情報教育

の充実に図ってまいります。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、合同納

骨塚のほうから再質問をしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

答弁では、北見市の経過は新たな霊園の造

成が困難な状況になったので、合同納骨塚の

設置に至ったような答弁でございましたが、

網走市でも２５年１０月１日に共同墓の取り

組みがされていますが、１２月９日現在、網

走市は生前予約が９８件、焼骨の埋蔵は２３

件の合計１２３件ということでした。

答弁では、町民ニーズや町内の霊園の残区

画の推移を見きわめつつとのことですが、ど

のくらいの数がはっきりここで明言すること

はできませんが、ニーズは私はあるというふ

うに考えています。

日本人としてやはり先祖が亡くなると今ま

では仏壇を買い、納骨堂を買い、お墓を建て

て先祖を供養してまいりましたけれども、私

たちの時代は兄弟が５人、６人といて、長兄

が亡くなっても次兄が後を継ぐ、墓守をする

というふうな、そういうことをやってきまし

たけれども、もう今は自分たちの子供は２人

か３人、または子供のいない人もいます。

しかも、その子供たちが遠くに就職して、

その子供のついの住みかは美幌でなくなる

ケースも多くあると思います。自分たちのま

では、私たちの世代はですね、自分たちまで

は何とか墓守をしてきたけれども、自分の行

く末を何とか決着をつけていきたいというふ

うに今、ここ自分のエンディングの仕方とい

うのが結構、本とかいろいろなものが出てい

ます。

そういうふうに団塊の世代、またはそれ以
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上の世代がそういうことを考える方が多く

なってきているのではないかなというふうに

思っています。

お墓を持つことも、もちろん納骨堂を買う

ことも、もちろんそれはその人の自由なので

すけれども、その最後の選択肢の一つという

ことで北見市でも網走市でも、ある一定の供

用開始から本当１カ月ぐらいで、こういう予

約がこれだけ入っているということは、やは

りその選択肢の一つとして合同納骨塚の考え

があるのではないかなというふうに考えます

けれども、その辺のところ町長もう一度、答

弁いただければ。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今おっしゃったよう

に、我々の日本人の美風である先祖を敬い、

自然に対する敬愛だとか、いろいろな美風が

あるわけですけれども、もともとやはり先祖

代々のお墓を守るというのは子供の義務と

我々の時代はそうやって受けとめてきている

のですけれども、ただ現実問題としては多く

なることは想定はできますけれども、直ちに

今、合同納骨塚の設置ということにはならな

いだろうと思っております。

美幌町の霊園等の条例の中で、我々の受け

持ちする守備範囲の中には、全く無縁故者、

全く身寄りも何もないという方、あるいは美

幌を往来する方、旅行者の方で亡くなった

方、行旅病死者、こういった方の焼骨、埋蔵

については町長が別に定めるということで

やっておりますので、全く無縁者はそういう

形で我々がやると、縁ある方がたくさんい

て、その方のことまでは今のところ、直ちに

する状況ではないのではないかという思いを

しております。

北見のあの状況は墓園地帯が少なくなって

きているというようなことも聞いておりま

す。我々のところはまだありますので、縁故

者がいるところはしっかり、逆にそれを拍車

をかけることになりかねないと思いますの

で、我々が先祖に敬意を持ったりすることを

捨てていくということに拍車をかけることに

は、私個人としてはならないのではないか

と、そんなふうに思っておりますので合同納

骨塚の設置は今、直ちにという考え方ではな

いのではないかと、そのように受けとめてお

ります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長の考え方もわ

かりますし、行旅病死者ですか、無縁仏とい

うのがあって、あそこにたしか寄附をいただ

いて何年か前に新しくしたという経緯があり

ます。そういう全くの無縁とは全く、それは

私はちょっと考え方が違うかなと思います。

そして、先ほども申しましたけれども、お

墓を買う、建てる方がいて、それはそれでま

た十分つながっていける人は、それではいい

というふうに思っていますし、これをするこ

とによって拍車をかけるという心配は余り私

はないのではないかなと思いますけれども、

ただ答弁で宗教感情にも配慮しつつ、調査研

究をしていきたいとのことですけれども、私

はこれは非常に重要なことだと思っていま

す。

私は、ことしはちょっとまだそこまでいっ

ていないのですけれども、例えばお盆を過ぎ

てでも、草刈りや何かは町でやっていますけ

れども、お盆を過ぎても全くお参りのないお

墓、それから見るからに墓を持っていても無

縁墓に近くなっているような墓が美幌町にあ

るのではないかということを今後やはり、そ

れを調査していかなければならないのではな

いかなというふうに思っています。

子供が、遠くにいる子供に例えば仏壇を

持ってもらう、それからお寺に納骨堂を買っ

てもらっても、やはり最後は美幌に眠りたい

というか、美幌の土になりたいという希望も

私はあるのではないかなというふうに思って

います。

私たちの団塊の世代というのは、いろいろ

なことを変えてきている世代というふうに言

われています。これがその団塊の世代が日本

を悪くするという言葉を聞いたことがあるの



－ 36 －

ですけれども、例えばお墓は長男が守ること

という、そういうことを壊していくとすれ

ば、これがその世の中に団塊の世代が新しい

考えを吹き込んで、今までの永遠と続いた日

本の風習を変えていくということが悪いと捉

えられるのか、それとも高齢化社会で子供

の、先ほどの第１回目の質問をしましたよう

に非婚の子供たちの割合が高くなっている、

離婚する子供たちがいる、子供も産まない人

がいる、産まれても１人か２人と、そういう

時代に即した新しい考え方でこれから、それ

をこの町に吹き込むということも自分たちの

役割ではないかなというふうに考えていま

す。

その埋葬の仕方もいろいろ、先ほど言った

ように本や何かが出ていますけれども、今、

これはちょっと新聞でさっと見ただけなので

すけれども、年間８万人の遺骨が眠りの場所

を変えているというタイトルで新聞に出てい

ました。私たちもその年代が老後、自分たち

のついの住みかを多方面から考えているとい

う、そういうことがこういうことになってい

るのではないかなと思いますので、今すぐこ

こで答えのもちろん出ることではありません

けれども、美幌の管理しているお墓の状況と

か、そういうことを十分、今後、検討してい

ただきたいと思います。そのことについては

いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 団塊の世代が古い風

習というか、壊してきたのではないかという

けれども、僕はちょっと違うと思います。そ

れは意見の違いだと思いますけれども、我々

やはり家族、兄弟、そして先輩、先祖をやは

り敬っていくというのが我々の日本人の一番

美風とするところだったのだろうと僕は思い

ますので、ただ新しい風をこういうところで

吹いていいのかどうかというのも、私は

ちょっと疑問に思っているのですが、これは

考え方の違いかもしれませんけれども、親御

さんがいて、子供たちがいて、その位牌を、

何というのでしょうか岡本さんの質問でいう

と厳しい経済状況で余計な負担をかけたくな

いというようなこともあるのかもしれません

けれども、そこはやはり僕は一踏ん張りして

ほしいなと思います。

最近のケースで多いのは、子供さんが都会

に出られていると、美幌に墓あるのになかな

か来られないから、ここをお返しして都心部

の永代供養に預ける、そしてそこでお参りす

るというケースが何件か届け出があると、返

却の届け出があるというようなことも聞いて

おりますので、血のつながる方はそういうこ

とを訴えてもなかなか難しいと思いますけれ

ども、ぜひそういうものを守るためにも日本

のいいところを学ぶ、そして引き継いでいく

ためにも今はそのときではないなというよう

な思いであります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 町長のおっしゃる

こともよくわかります。私が割り切った考え

で先祖が余りどうでもいいとは思っていませ

んし、自分が生きて、このようなこと自体が

やはり先祖があってのことだというふうに

思っていますから、ただやはりお骨の埋葬の

仕方にはいろいろなやり方が出てきている、

そしてそれは網走や北見に限ったことではな

いということで、先ほども言いましたように

きょうすぐ結論をということではないですけ

れども、そういうその割り切った考え方と

か、もちろん血縁とか、そういうことは非常

に大切ですし、壊していこうとはもうゆめゆ

め考えてはいません。

けれども、これだけいろいろ調べてみると

いっぱい出てきますので、研究も必要かなと

いうふうに思っています。お墓がやはり朽ち

果ててという、そういうところのほうが余計

悲しいのではないかなと思いますし、合同納

骨塚を町が１年に１回は供養するとか、そう

いうところもありますので、今後、きょうは

この質問で終わらせていただきたいと思いま

すけれども、今後、ぜひ調査していただきた

いと思います。
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次の質問に入らせていただきます。次は、

いじめ防止対策について入ってまいりたいと

思います。

答弁では、教育委員会としては（仮称）北

海道子供のいじめ防止に関する条例が年度内

にできるので、その後、その条例との整合性

を図りながら地域いじめ防止基本方針の政策

策定の作業を進めるとのことなのですが、実

行あるいじめ防止対策を考えているとのこと

なのですけれども、私はいじめに関してはい

つも非常に関心を持って報道を注視している

ところです。

いじめの問題はますます難しなってきてい

るなというふうに考えています。それは、先

ほどの例えば通信機器の使い方とか、いじめ

をした、ことしたしかあったと思うのですけ

れども、いじめをしたと考えられる子供に先

生が注意すると、その子が事件を起こすな

ど、その関係者にとっては非常に難しい時代

になっているというふうに感じています。

いじめを受けた子の痛ましい事件で見聞き

するたびに、どして誰かに相談できなかった

のかなというふうに誰もが考えると思います

けれども、いじめの解決の第一歩はいじめの

発見だと私は考えます。

しかし、いじめられる子にとってはサイン

を出しにくい、一番身近な家族がなぜ発見で

きないのか、家族に心配をかけたくない、そ

して家族の中だけでも自分のプライドを保ち

たい心理が働き、家族にもＳＯＳを出せない

など、いじめ発見は難しい、私はいじめられ

ているということを声を上げることができる

ことが一番の解決策だと思いますし、その環

境づくりが大切だというふうに考えていま

す。

その辺で教育長、何か感じるところがあれ

ばお話しを聞かせていただきたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） いじめの防止対策

の推進法ができたということで、正直言うと

私はそれで何かが急激に変わっていくという

ような考えは持ってはいないです。本当に今

までやってきたことを本当に今以上にやはり

いろいろ目配り、気配りをしてやることだと

いうふうに思っているのです。

ですから、たまたま法律ができた背景とし

て、言うなら重大な事案というか、本当に犯

罪行為みたいな部分が、こういう言い方をし

たらちょっと問題あるかもしれませんけれど

も、一部の学校なり、教育委員会である意味

では見過ごしてきたというか、ある意味では

隠していたかもしれません。それをきちんと

しなければいけないというのが今回の経過

で、私どもとしてはやはりきちんと今まで

やってきたこと、言うならばいじめに関して

は今、議員がおっしゃったように早期発見、

早期対応というか、一番いいのはいじめの未

然防止の部分のところまでいけばいいですけ

れども、そういうことをきちんともうやるし

かないのかなというふうに思っております。

非常に難しいという部分では、今、お話し

いただいたとおり、私もそういう認識ではあ

ります。ただ、そうは言ってられないので、

これだけ子供の数が少なくなってきて、それ

ぞれの子の個性を生かしてきちんと育ててい

かないと、もう地域社会が成り立たないとい

うことを考えるならば、何らかの方法を皆さ

んとやはり協力して進めていかなければいけ

ないのかなというふうには思っております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ありがとうござい

ます。

法律、そうですね、私も、深刻な事案なも

のですから、すごくその法律が深刻で、これ

によって何か返って悪くなるのではないかな

とか、そういう心配をしていたところです。

それと、道の条例の成立後、やはり地域に

即した道との整合性を図った地域に即したい

じめの防止、基本方針を策定するということ

でしたので、その点に対しても期待するとこ

ろです。

全国的な深刻な事案がないとしても、やは
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り地域には小さいながらもいじめがあるわけ

ですから、やはり地域に即したものを美幌の

教育委員会で、美幌の子供たちのことを考え

たものを策定していただきたいなというふう

に思っています。

そのためには、やはり今まで教育相談なん

かいろいろやっていますので、いじめられた

子にそのときどうしてほしかったかとか、策

定前に地域の声をいろいろ聞いていただきた

い、どうしても教育関係者というと決まり

切ったと言ったら語弊がありますけれども、

そういう方が集まっていろいろ考えたり何か

するのでしょうけれども、いじめられた経験

のある保護者とか、教育相談に来る、あそこ

もやはりいじめられた子が来るというのも私

も実際に経験していますので、そういう子た

ちにどうしてほしかったかというふうな声を

拾って、そしてもちろん人を傷つけてはいけ

ないとか、そういういじめが最初に生まれな

いような、もちろん教育も必要ですけれど

も、どうしても子供たちのことですから、そ

うばかりも言えませんし、もちろん大人の社

会の中でもいじめはありますけれども、今

度、策定する美幌版というのですか、そうい

うものには非常に期待したいところです。

それと、そのときにやはり地域の協力も必

要だろうと、今、子供に不審者ということ

で、子供に声をかけるということは非常には

ばかられる一面がありますけれども、美幌は

１１０番の家とか、地域に子育てを協力して

いただいているという過去があります。

その１１０番の家のシールも大分ちょっと

色あせてきたなというふうに思っていますけ

れども、地域の、特に女性たちが子供に、私

なんかはよく冬なんか、もうちょっとしたら

寒くなるから早く帰ったほうがいいよとか声

かけたりするのですけれども、そういう声か

け運動とか、私が考えているのは交通事故ゼ

ロ宣言のようにいじめは美幌からなくすよと

いう、そういう宣言ができる町になればいい

なというふうに思っています。

何かお考えがあればお聞かせいただきたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 最初に美幌町のい

じめの基本方針を道の条例なり、それから北

海道が方針を定めた中でつくるということで

答弁しております。

その中で、いろいろな部分の意見を聞くよ

うにという部分では、そのとおりいろいろな

意見を聞く努力はしていきたいというふうに

思っております。

その中で配慮すべき人もいるのかなという

部分はあるのです。なかなかいじめを受け

た、言うならば保護者とか、その関係者が本

当に聞けるかどうかというのは、ちょっとこ

の辺はすごい配慮しなければ、やはりある意

味では今までの話を聞く限りでは早く忘れた

いとか、そういう思いもある、その辺はやは

りすごく気を使わなければいけないのかなと

いうふうに思っております。

なかなか少しでも孤立化しないためにも、

本当に美幌なんかは非常に皆さん地域の方々

が声をかけてくれたり、そういう意味では非

常に環境はいい、でも一つ間違えば何かやは

りそのかけ方によっては不審な人に声かけら

れたよという意味では今、皆さん私はつけて

いませんけれども、見回り隊のバッチをつけ

るとか、そういう部分の中の差別化をきちん

とさせていただいて、その辺はやはり子供た

ちとか、それから保護者の方々に徹底を図っ

てすみ分けをして、やはりきちんと見守る部

分は見守っていきたいなというふうに思って

おります。

先ほど、最後の部分でいじめをゼロに宣言

みたいなのは、なかなかこれはちょっと私は

今の中では、ああそうですねと、なかなか言

えない部分があります。本当に、ある意味で

は大人の人たちの部分では、本当にそういう

行為というのは犯罪というか、もうこれはた

だ本当に学校でそういうことが行われる部分

が、いじめという部分、こういう言い方も

ちょっと誤解されたら困るのですが、いじめ

ということで何かうまく甘くしていたのでは
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ないのかなという気はすること、感じること

はあるのです。

ですけれども、やはりその辺はきちんと今

回、法律ができて、それぞれつくった中で、

やはりこういうことに対しては毅然とやはり

対応しますよとか、これは絶対やってはいけ

ないことですよということをきちっと明確に

されたのかなというふうに思っております。

そういう意味では、きちんとこの法律のい

い部分をきちんと学校、それから地域社会の

中できちんと当てはめていければいいのかな

というふうに思っています。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 答弁いただきまし

たけれども、そのいじめという中で甘くして

いたのではないかという、そういう文言も私

は非常に美幌の事例ではないですけれども、

これはやはり犯罪だなというふうに思って、

どうしてそれをただいじめとしてくくったの

だろうというふうに感じるところが往々にし

てあります。

それが、教育委員会の問題だったり、いろ

いろな問題に今、発展していっている芽の一

つなのだろうなというふうに思っています。

でも、例えばいじめを受けた子の、先ほど

答弁の中で関係者への配慮は必要だと、もち

ろんそれは自分でもわかっていますし、いじ

めを乗り越えたとしても、それはやはり一生

ついて回るというか、心の中に引っかかって

いる、そういうトラウマというのですか、自

分は忘れたつもりでも一生傷に残っていると

いうことは、私も本当によく理解していると

ころです。

でも、そういう問題だからこそ真摯に取り

組んでいただきたいというふうに思っていま

すし、答弁の中でもいじめ問題というのは教

育委員会における最重要課題の一つだと、こ

の言葉、本当に非常に私自身が重く受けとめ

たいと思っています。

今後、子供相手のことですし、大きなこれ

が解決策だということはないとは思います

が、継続してずっと注視していただきたいと

いうふうに思いますし、例えばやはり学校の

中には先生となかなかうまくいかない子もい

ますから、そういう子がやはり一時、最初に

私がいじめ問題を取り組んだときそうだった

のですけれども、文科省はたしか子供に手紙

を出すようにしたことがありましたね、何か

子供に黄色い手紙を持たせて、これを何かの

ときは出しなさいみたいな、そういうそこま

でいかなくても、例えば教育長はいろいろな

ところで、いろいろなことをお話しする機会

があると思いますので、本当に困ったときは

ここへ手紙をとかという、そういうみたいな

のも必要かなというふうに思っています。

もし、何かありましたらお答えいただく

か、ないですか。それではその最重要課題だ

ということを本当に嬉しく受けとめて、この

いじめ問題は終わらせていただきます。

次に、スマートフォンのほうに入ってまい

ります。家の中で子供と話し合ってスマホを

使うルールを決められれば一番いいのですけ

れども、何十人、または１００人以上とつな

がっているときに自分だけそこに参加しない

わけにはいかない、自分だけがそこに参加し

なければ無視されるとか、取り残されるとい

うふうな不安があって、家の中のルールだけ

ではだめだと、私はある意味、家庭はＳＯＳ

を出しているのではないかなというふうに

思っています。

そういうことを受けてといいますか、新聞

報道なのですけれども、福岡県の生徒４８３

人という学校で臨時総会で家庭教育宣言を発

表して、ラインによるコミュニケーションを

極力避けるとか、ラインの使用はリビングだ

け、しかもその夜１０時から朝６時までは機

器を親に預けるとか、通信内容は親が確認で

きるようにするとか、目標を上げて全家庭の

全生徒とその家庭に配ったと。それは、９月

にそのラインについての全校調査を実施した

結果、ラインができる機器を持つ子は約６

割、６時から１０時までラインをする生徒は

２５％、１０時以降も７％いる、ラインで友
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達や自分の悪口をよく見かける、たまに見か

けると答えた生徒は１８％いたと、この調査

の結果を受けて保護者からこれは何か対策を

しなければならないということで家庭教育宣

言につながったとのことです。

また、鹿児島市、これは生徒２２１人ぐら

いの学校なのですけれども、これも利用状況

の調査をし、そのラインのチャットなどで１

日１００件以上メッセージのやり取りをして

いる生徒が１５％もいる。ＰＴＡは７月にス

マホ、携帯、パソコンの利用について、先ほ

どと同じなのですけれども、時間を区切る、

午後９時から午前８時までは使わない、それ

からか各家庭でルールをつくるとか、保護者

が利用状況を確認するというふうな取り組み

を呼びかけているということです。

町内でも現状の把握は必要ではないかなと

いうふうに感じています。答弁では、昨年

ネット社会に精通された講師の方を講演に招

いて開催したとのことなのですけれども、今

後、その生徒指導に行う上で役立つ情報、学

校現場に発信していくということなのですけ

れども、私は今、小中学生というふうに出し

ましたけれども、もしこういう発信をするの

であれば、私は高校生にまで広げていってい

ただきたいなというふうに思っています。

その高校生に対してとか、それから町内で

使用状況の把握ということについて、教育

長、何かお答えがあればいただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 携帯電話、スマー

トフォンの使用に関して、そういうトラブル

をどう減らすかというか、先ほどの前段の質

問にもありましたけれども、いじめにもつな

がっていったり、非常に何が有効かというの

はなかなか言い切れないのが実態でありま

す。

本当にこのごろ思うところは、やはり子供

たちだけでなくて、それに付随している親も

ということは、もう皆さん常に携帯端末とい

うか、スマートフォン等を持って動いている

ということなのです。それはもう、子供たち

よりも本当に親、食事をしながら本当に親は

携帯をいじっているし、その横で子供が本当

に食事をするのかいというぐらいのような状

況であります。

今、紹介いただいた事例というのは本当に

やはりそこまでいかないとだめでないかなと

いうことは考えていたのです。ですから、本

当に今のは非常に学校自体がそういうデータ

をとって、学校の中の動きの中でどうしま

しょうという部分があったときに、もしみん

なでやれるとするならば、本当に皆さんで例

えば食事のときには使うのはやめましょうと

か、そういうようなことを運動展開をやはり

住民の皆さんとやっていかないとだめかもし

れないというような気が正直な今の気持ちで

す。

見守りの人たちが子供たちをどうやって安

全にという話になったときに、例えばつい最

近では同じような例でありますけれども、東

京葛飾区なんかにおいては、その生活習慣向

上の中で、たまたま昔、読書をさせるため

に、例えばノーテレビ、ノーゲームデイと

か、そういうことをやった時期があるので

す。それと同じことを今やろうとしていると

いうか、これは２２年からまたやり始めたの

です。

本当に何かそれがたまたま本当にノー携帯

電話のスマートフォンとは言わないけれど

も、時間を決めてみんなでこれはやめましょ

うと、触るのはやめましょうということ何か

しない限りはちょっと無理かなというような

部分があります。本当に有効な手だてという

のはない部分ではちょっと悲しいかなという

ふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 教育長のおっしゃ

るとおりです。親も使っている、子供とか外

食に行っても親も子供もそれぞれ使っている

という、そういうのはやはりよく見ますし、

自分も友達と話していて、話ているのに向こ
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うはこうやって見ているという、ちょっと失

礼だなと私なんかは思うのですけれども、そ

れが当たり前になっているのですね、今。

そのつながり依存とか、それからうつむき

族とかという言葉に造語ができて、今はみん

なうつむいて歩いているということで、交通

安全とか、または犯罪の被害者になるという

確率も高くなるのです。皆さんこれは記憶に

新しいと思いますけれども、あれは９月か１

０月だった思うのですけれども、お祭り帰り

の高校生が夜道でラインをしながら歩いてい

たと、そして犯罪に遭って殺されてしまった

という事件がありました。そのときにやは

り、もし１１時ぐらいになって、あの子がラ

インをしないで走って家に帰れば殺されない

で済んだのではないかなというふうに私はそ

の事件を聞いてそう思いましたし、実際に新

聞で犯罪者がどういう人をねらうかというの

がありまして、やはり携帯電話とかそういう

ものを持って、そっちのほうに気を取られて

いるときは、やはりそういう人をねらうとい

う、そういう犯罪者に警察が聞いた統計が出

ていました。

そういう交通安全とか、犯罪の被害者にな

らないためにも、いつも使う場所とかをちゃ

んと考えて使わなければならないという教育

は必要ではないかなというふうに思っていま

す。

実際に、先ほど高校生までに広げていただ

きたいというのは携帯電話のときでしたけれ

ども、携帯電話を使って友達関係が悪くなっ

て退学するとか、そういう事件が何件か私

知っていますので、やはり高校生といえども

まだまだ子供ですので、同じ美幌の子として

何らかのもし指導をするのだったら、そこに

高校生も含めていただきたいなというふうに

考えます。

私の質問を終わらせていただきます。もし

教育長、何か答弁ありましたらいただきたい

と思いますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 本当にスマート

フォンのそういう教育という部分では難し

い、これもただ難しいから何もしないという

わけにはいかないという気は持っておりま

す。

ですから、やはり個々では対応できないだ

ろうと、例えば自分たちだけがではやめま

しょうといっても、例えば本当にラインとか

チャットやっているときに何であいつは返事

をくれないのだと、私を嫌いなのかと、それ

がそういう部分であるならば、やはり本当に

地域とか、何かもうちょっと大きなエリアの

中で、この時間はもう携帯なりスマートフォ

ン使うのをやめましょうとか、そういう運動

をできればいいなというふうに思っているの

です。

それは、私ども教育委員会というか、行政

側が旗揚げというよりも、やはりそう感じて

いる人たちが本当に寄り集まって、その中に

当然、私ども入るのですけれども、そういう

中で例えば美幌は例えばこの日の何時から何

時まではもう食事するときは一切切りますよ

とか、それからこうしますよといったとき

に、この時間帯に美幌の人間にやったとして

も返事は返ってこない、当たり前だよねと、

そういうような運動になっていけばいいとい

うふうに思っていて、ぜひそういう思いがあ

る人たちが少しでもいるのであれば、１人で

も２人でも集まって、そういうような運動に

なっていければいいとうふうに私は思ってお

りますので、御協力をよろしくお願いしたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、８番岡本美

代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は、３時１５分といたします。

午後 ３時００分 休憩

────────────────

午後 ３時１４分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を続けます。

通告順より、発言を許します。
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○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君）〔登壇〕 本日は、さ

きに通告しました一般質問、大きく４項目に

ついて質問させていただきます。

まず１点目、新年度予算についてでありま

す。

まず、一つ目として町民との意見交換会の

開催についてであります。新年度予算編成に

向けて、町民との意見交換の場を開催するこ

とは必要と思われますが、その手順について

お聞かせ願います。

また、行政評価の公表はいつの時点になる

のかも御説明願いたい。

大きく２点目であります。総合計画及び中

心市街地活性化基本計画についてでありま

す。新年度予算編成に当たり、中心市街地活

性化基本計画による事業の達成度及び未達事

業の今後の計画についてお聞かせ願いたい。

２０１６年から開始される第６期美幌町総合

計画の策定について、策定委員会での協議開

始の日程、会議体の形式や町民との意見交換

の手順及び策定委員の選任等の基準等につい

てお聞かせ願いたい。

大きく２点目であります。人事評価制度に

ついてであります。

まず１点目、人事評価制度についての取り

組みの進捗状況と課題をお聞かせ願いたい、

また現在の勤務成績の評定との違いを御説明

願いたい。各部局のグループ制による職員ご

との人事評価についても、具体的に御説明願

いたい。

二つ目でございます。総務省より人材育成

基本方針作成指針が以前より公表されている

が、美幌町の人材育成基本方針の策定状況に

ついてお聞かせ願いたい。

大きく三つ目でございます。地方公営企業

会計制度の改定についてであります。

美幌町病院事業会計についての質問としま

して、美幌町病院事業会計について、一般企

業会計への移行作業が行われているが、現会

計基準から新制度への移行に伴い、資本金の

算定がえによる一般会計からの繰入金の仕分

け、退職給付引当金の充当や償却資産の計上

の変更と多くの勘定がえが発生すると思われ

ますが、現在までの移行作業の進捗について

お聞かせ願いたい。

算定がえにおける課題、難題があればお聞

かせ願いたい。また、今後においての資金仲

達の有無とその対応と手順について説明願い

たい。

二つ目、町民・議会への説明についてであ

ります。予算書における期首の財務諸表が確

定する段階において、町民、議会への説明が

必要と思われますが、その手順についてお聞

かせ願います。

大きく四つ目でございます。農政について

であります。

現在、政府与党自民党は、農業政策の一部

の変更等についての議論がなされ、報道等で

もたびたび米についての課題が出ておりま

す。その中で、大きく二つの質問をしていま

す。

１点目、減反調整についてであります。国

の農業政策において減反調整が見込まれる

が、美幌町の米生産の現状とその影響につい

てお聞かせを願いたい。

二つ目、美幌町としての米の生産維持につ

いてであります。食の確保としての米の生産

維持について、美幌町の考えについてお聞か

せ願いたい。

以上、大きく四つ、８項目になりますの

で、てきぱきとした意見交換をしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 松浦議員の

質問にお答えを申し上げます。

初めに、新年度予算について町民との意見

交換会の開催についてでありますが、予算編

成については「会議を開いて御意見をいただ

く」手法だけでは、なかなか住民の皆さんの

声は届いてこないことから、これまでも私だ

けでなく、各部局の職員が常日ごろから日々

の業務や暮らしを通じて、町民の皆さんの声

に耳を傾けて、その対話の中から町の課題や
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ニーズを把握した上で施策や予算に反映させ

てきています。

今後も、これらの積み重ねに加えて１１月

１１日に開催された「自治会連合会との行政

の懇談会」、「単位自治会を初めとした各種

団体からの要望や意見」、「車座・トー

ク」、さらには自治基本条例推進の一環とし

て、平成２３年度から行っております「まち

育講座」、「まち育出前講座」など、町民の

皆さんと直接対話できる機会を通じて具体的

な町民の皆さんの声を集めながら、しっかり

と住民要望を新年度予算に反映していくため

の努力を進めてまいります。

次に、行政評価の公表でありますが、平成

２４年度の行政評価は当初より試行としてし

て実施してまいりましたが、評価方法の検証

を進める必要があることから、平成２５年度

も引き続き試行としたところであります。

このことから、自治基本条例第３８条に基

づく行政評価の情報の公開は、本格導入以降

となりますが、速やかな実施に向けて取り組

んでまいります。

なお、本年１０月に１８歳以上の住民の皆

さんを対象に実施の住民満足度調査の結果に

つきましては、平成２６年度予算編成に反映

させるとともに、できるだけ速やかな公表に

向けて準備を進めているところであります。

次に、総合計画中心市街地活性化基本計画

についてであります。

本町における中心市街地活性化事業につき

ましては、「市街地の整備改善」と「商業等

の活性化」を一体的に推進することを方針と

している「美幌町中心市街地活性化基本計

画」に基づき、推進を図っているところであ

ります。

御質問の「事業の達成度」についてであり

ますが、基本計画において１１項目掲げられ

ている「市街地の整備改善のための事業」に

おきましては、「保健福祉総合センター建設

事業」・「美幌郵便局建設事業」など、４事

業が完了されており、「桜通改築事業」につ

きましては、町道部分について整備が完了、

「まちなみ環境整備事業」につきましては現

在も継続実施されているところであります。

一方、「市街地再開発基本計画策定事業」

は、事業を断念、さらに「国道３９号歩道改

築事業」・「新町３丁目通歩道改築事業」な

どの４事業につきましては、未達事業となっ

ております。

また、１０項目掲げられている「商業等の

活性化」についてでありますが、「ポイント

カードシステムの事業」、「空き店舗活用事

業」などの４事業は継続実施されております

が、残り６事業につきましては、途中で断

念、あるいは一旦リセットした事業など、さ

まざまな背景により未達事業となっておりま

す。

「未達事業の今後の計画」についてであり

ますが、事業を推進するに当たりましては商

工会議所を初めとした各団体との連携が必要

不可欠であることから、今後におきましても

関係機関及び各団体の皆様方と事業内容の精

査などの協議を含め、事業の推進を図るとと

もに、国や道に関連する事業におきましては

引き続き要望を行ってまいりたいと考えてお

りますので、御理解のほどをよろしくお願い

いたします。

続いて、第６期美幌町総合計画の策定につ

いてでありますが、平成２８年４月からのス

タートに向け、今後、策定のためのスケ

ジュールや町内の策定委員会やプロジェクト

チームの体制、町民参加の方法について検討

を進めるところであります。

第５期の総合計画策定時は、１年前の平成

１６年１０月からスタートし、２,０００名

を対象とした町民アンケートの実施、素案作

成のための町内のプロジェクトチーム会議と

策定委員会を延べ６９回、並行し２５人に参

加いただいた町民会議は延べ５６回、総合計

画審議会が延べ１７回開催され、多くの町民

の皆様の意見反映が行われたところでありま

す。

第６期総合計画の策定に当たりましては、

より町民の皆様の意見が反映できるよう策定
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準備を進めてまいりたいと考えております。

次に、人事評価制度について、人事評価制

度の取り組みについてですが、人事評価制度

については国家公務員においては能力・業績

主義の人事管理の導入などを内容として、平

成２１年１０月から人事評価が本格実施され

ております。

本町においては、平成１６年度から管理職

を対象に試行導入をしていましたが、本格導

入には至らず、現在は実施しておりません。

地方公務員については、地方公務員法第４

０条において、勤務成績の評定の実施やその

結果に基づく措置が義務づけられ、一人一人

の能力や業績を評価することが重要となって

おります。

また、地方公共団体を分権型社会にふさわ

しい組織に変容させていくためには、組織の

担い手である職員自身の意識改革と能力開発

を効果的に推進する必要があると考えている

ところであります。

平成２３年４月に施行された自治基本条例

において、「職員の責務」が規定され公平、

かつ適正に職務を遂行し、町民との信頼関係

を構築するためにも、人事評価システムの導

入は必要不可欠であると考えているところで

あります。

具体的には、職員の「業務目標」の難易

度、達成度などに基づき評価する業績評価と

評価期間内に発揮された能力や職務への取り

組み姿勢、態度などを客観的な事実に基づき

評価する「能力評価」の二本立ての評価と

し、職務の業務を重視した目標管理型の人事

評価として、平成２６年度から全職員の試行

導入を目指したいと考えており、人事評価制

度の定着と本格導入を図ることが課題と認識

しております。

美幌町職員人材育成基本方針につきまして

は、総合的な人材育成策をさまざまな手法と

関連づけながら推進することを目的に平成１

３年７月に策定したところであります。

社会経済状況が大きく変化し、地方分権改

革が進展する中、職員一人一人が組織の一員

としてさまざまな課題に対して的確に能力を

発揮することが求められてきており、単独研

修、外部委託研修、派遣研修などを計画的に

実施しながら、人材育成に努めてきたところ

であります。

限られた人的資源と財源の中、職員が持っ

ている力を最大限に発揮することが重要であ

り、自治基本条例に基づいたまちづくりの実

現を目指すため、人事評価制度の運用とあわ

せ、人材育成基本方針の見直しを進めていき

たいと考えております。

次に、地方公営企業会計制度の改定につい

て、美幌町病院事業会計についてですが、今

回の公営企業会計制度の大幅な見直しは、企

業会計制度との整合性を図り、相互の比較分

析を容易にするとともに、公営企業の経営実

態をより性格に把握するために行われたもの

で、資本制度の見直しは平成２４年度から、

会計基準の見直しは平成２６年度予算決算か

ら適用されることとなっております。

移行作業の進捗状況ですが、現在、会計基

準の見直し１１項目のうち、「借入資本金制

度の廃止」、「補助金等により取得した固定

資産のみなし償却の廃止・リース会計の導

入」については、おおむね完了し、現在、退

職給付引当金、賞与引当金などの引当金の整

理を行っているところであります。

また、勘定科目等財務規定の見直しについ

ては、今回の財務システムの更新に伴い、委

託業者の助言を受けながら進めているところ

であります。

今回の会計基準の改正では、資本や試算が

減少し、負債が増加することで財務諸表が大

きく変わることは予想されております。

このため、総務省は今回の会計基準の見直

しが財政健全化法の指標に影響することのな

いよう、３カ年の算定猶予などの措置を講じ

ることとしております。

この対策として、一般会計の経費負担基準

の見直しや医師確保による診療体制の充実に

より経営基盤の確立を図ってまいりたいと考

えております。
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次に、町民及び議会への説明につきまして

は、会計基準の改正により負債が増加するな

ど、財務諸表がかわることから平成２６年度

予算編成が完了した段階で議会への報告など

を行いたいと存じます。

次に、農政について、御質問の第１点目、

「減反調整について」でありますが、本町に

おける米の作付面積は昭和４５年の７７５ヘ

クタールをピークに、昭和４６年から本格実

施された国の生産調整により減少の一途をた

どり、平成２５年度の作付面積はうるち米と

して６.７９ヘクタール、餅米として３９.６

２ヘクタール、合計で４６.４１ヘクタール

まで減少しています。

政府自民党は、１１月２７日に平成２６年

産からの米政策の見直しを正式決定し、生産

者や集荷業者、団体がみずからの経営判断や

販売戦略に基づき、需要に応じた米生産が行

える仕組みを推進する新たな米政策へ転換す

ることとされたところであります。

具体的には、生産数量目標に即した米の生

産の１０アール当たり１万５,０００円を支

払う、米の直接支払い交付金を平成３０年度

産から廃止し、平成２６年産から平成２９年

産までの４年間は激変緩和措置として交付単

価を７,５００円に半減するとし、一方で飼

料用米や米粉用米に転換した場合は、生産数

量に応じて単価を増減する数量払い交付金を

新たに導入し、１０アール当たりの最大で１

０万５,０００円を交付することで、非主食

用米の生産を強化し、５年後には需要に応じ

た米生産の実現を目指すこととされておりま

す。

このことによる本町の米生産への影響であ

りますが、平成２６年に現状のまま生産を

行った場合は、米の直接支払い交付金が半減

するため、１１戸の生産者全体で２９０万

８,５００円の交付金が削減されることとな

りますが、飼料用米への転換を行った場合

や、加工用米の複数年契約の取り組みに対し

て交付される、（仮称）産地交付金が創設さ

れるなど、所得の維持確保が可能となる制度

変更も含まれており、現時点の不十分な情報

内容からはその影響を把握することはできま

せん。

今後は、米政策の大きな転換の中で、非主

食用米への転換に効果があるかなど、制度変

更による影響を十分に見きわめ、生産者及び

農業関係団体と協議をしていく必要があると

考えているところであります。

また、農林水産省は１１月２９日、平成２

５年産の豊作基調や当初見込みを大幅に下回

る受給実績を踏まえ、平成２６年産主食用米

の都道府県別の生産数量目標を発表し、北海

道におきましては前年産から３.３％減の５

５万４,１４０トン、面積換算値で３,５１０

ヘクタール分を減らす配分が決定されたとこ

ろであります。

本町も平成２５年産の生産数量目標は、総

水張り面積４６.４１ヘクタールのうち、面

積換算値で３９.３ヘクタールとなっており

ますが、平成２６年産の生産数量目標の調整

については、オホーツク総合振興局管内の各

市町村別の生産数量目標が１２月２５日に北

見市で開催される「平成２６年産米の市町村

別の生産数量目標にかかる配分会議」におい

て、北海道から生産数量目標の設定方針や生

産数量目標が示される予定となっており、現

時点におきましては、その影響についてお答

えすることができませんので、御理解をお願

いいたします。

御質問の２点目、「美幌町としての米の生

産維持について」でありますが、本町の水田

は網走川西川沿いの美禽地区に集中してお

り、生産者の作付意欲も高いことから、今後

も米の畑作、作付地帯として位置づけ、生産

振興を図ってまいりたいと考えており、将来

にわたって残すべき水田として、さらには生

産技術の伝承を行うためにも現在の水張り面

積が維持され、需要に応じた生産体制が図ら

れるよう、生産者、農業関係団体、関係機関

と協議を行いながら水田の維持確保に向けて

努力してまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。
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以上、答弁をさせていただきました、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） きょうは質問が多い

ものですから、町長のほうも１５分御苦労さ

までした。

それでは、第１点目、新年度予算について

再質問させていただきます。

前回、９月にて私は行政評価等について早

急にやるべき、町民に公表すべきということ

を質問した中で、行政評価については住民満

足度調査があるという発言でありましたが、

今回、回答の中では行政評価の公表について

は２４年度の行政評価は当初より試行として

実施してまいりましたが、評価方法の検証を

進める必要があることから、２５年度も引き

続き試行としたところでありますという回答

が今回来ました。

この中で、私は再度、確認とりたいものが

あります。２４年度の試行で実施した行政評

価の公表はなぜ行えないのか、お願いしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 前回の一般質問

でも御答弁させていただきましたけれども、

評価方法等について、いろいろとまだまだ課

題があるということで、試行ということでさ

せていただいているところであります。

そういった内容から公表にまでは至らない

という判断で、公表はあくまでも本格導入し

てから公表をいたしたいという考えでござい

ます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） それでは、今の回答

でもって最後の回答と思いますので、行政評

価このものが数年後になるという旨を住民基

本条例からさせた場合、この条例を見ている

町民にもきちんと説明する余地があるのかど

うか。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） 自治基本条例の

推進に当たりましては、町民組織であります

推進委員会もございます。

そういった組織を通じて御理解を願いたい

と思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 住民条例ができた以

上は町民に説明する義務が町側にも議会側に

もあるということを重ねますと、自治条例の

委員会の説明は当然であり、なおかつ町民に

も説明してもらいたいと、私はそう願ってお

ります。

それでは、この分については今の回答で

もって理解しましたので、ぜひ町民に説明し

てもらいたいなと重ねて申し上げます。

続きまして、総合計画中心市街地活性基本

計画の再質問であります。

現在、美幌町において中心市街地活性化基

本計画について、もう平成１２年ぐらいから

この計画が始まりまして、その当時、当時の

時代背景としてはバブル崩壊後の失われた１

０年なりという言葉が盛んに出てくる時代で

した。

その中で、国の景気対策、もしくは地方の

行政の存続も掛けまして多くの意味合いの中

で、それぞれの町が生き残ることを目的とし

たという部分が背景にあると思います。

その中でこの１０年間、このまちづくり等

について成功しているのは、人の集まってい

る大都会のやり方、このまちづくりについて

ほとんど人がふえなかった形で失敗したのが

地方の町ということで、残念ながら私も議会

の視察、もしくはいろいろな意見の中で聞い

ていますけれども、やはり人を集めることが

できた町は人が残っていると、その町には多

くの若者、そしていろいろな起業家が集まり

まして、いろいろな新産業等も発展していき

ます。

これが、これは北海道という特殊事情もあ

りますけれども、どうしても歴史の部分で産

業界と連携が少ないだとか、地方ならではの

物流のコストが高いだとかという部分があ

り、決してこれは行政だけが僕は責任がとれ

る問題とは思っていません。
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ただ、そういうところをクリアしなければ

ならないということで、平成の１０年代に入

りまして、各地域で町をどうしよう、暮らし

をどうしようということでできたのが、この

中心市街地活性化基本計画。我が町も当初か

らこれにどうやってやろうかということで、

数年間にわたりできたのが美幌町の中心市街

地活性化基本計画、たしか平成１６年ぐらい

に終わったと思うのです、策定が。それから

もう１０年ということで、１０年たって我が

美幌町の人口は何千人減りましたかと、産業

界はどれだけ店をやめましたかということを

さかのぼりますと、この中心市街地活性化基

本計画は、この１０年間できっちりやるべき

ということで議会も確認したつもりだったの

です。

これが現在、未達が数カ所あるということ

で、私も数年間にわたりこの事業について商

業会、もしくは商工会議所側に立ちまして活

動もしております。また、行政に対しても何

度か、これについても今後の計画どうなのだ

ろう、いつできるのだろうという問い合わせ

をしております。

今回、回答の中で一つうれしいというの

か、頼もしいことがあるのは、未達の部分に

ついては今後、関係団体との推進を図ってい

くという言葉がありまして、そうなりますと

未達の部分がこの中心市街地活性化基本計画

の中で生き生きタウン美幌ということでう

たっている中に、今後の美幌町に向けての方

針だとか多く入っています。

この中に出てくるのは、この目標は１０年

間目標とするということなのです。今回、残

念ながら、なかなかできなかった事業、あと

は新町の３丁目についても道営事業の道道の

改良とか遅れているということもあったりし

て、なかなか行政単独では進まなかったこと

もあるのかなと、私、それはわかります。

ただ、これが単純に何人かの思いでつくっ

たのではなくて、多くの人の意見を集中し

て、住民の声を聞いて、何年もわたりつくっ

たというのも事実です。

その中で、当時の人たちはもう１５年前な

れば６０も７０にもなるし、年齢大きくなっ

ているのです。１０何年間この思いを期待し

ている住民の方がまだいるという事実はぜ

ひ、行政側も認知してください。

何を私は今回、今、確認したいかという

と、たまたま未達の部分については今後どの

ような取り扱いをするのかなというふうな部

分が確認したかったので質問したのですけれ

ども、今回、今後についても協議を進めたい

ということになっていますが、この中で町長

に一つお聞きします。この中心市街地活性化

基本計画、これは第２期美幌町の中心市街地

活性化基本計画について推進をする方向でい

くのか、もしくは違う手法をとるのか、今現

在の考えをお聞きいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今後も平成１６年１

０月に策定した基本計画に沿って、関係機

関、団体と協議をして進めていくということ

については変わりはないということでありま

す。

ただ、この基本計画も旧法の基本計画だと

いうことでありますが、美幌町はこれに沿っ

て進めていこうということですから、ただ遅

れている部分は中にはあると思いますけれど

も、大きな力が必要だ、パワーと、それから

エネルギー必要な部分はやってきたつもりで

あります。ただ時代の流れの状況の中で、

今、中断しているものもあるというようなこ

とですが、いずれにしろ７７ヘクタールです

か、たしかそうだったと思いますけれども、

その中でにぎわいをどう取り戻すかというこ

とは行政だけでもだめですし、関係機関、団

体、しっかり協議しながら進めていきたと、

そのように思っています。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 前回、前々回のあた

りに町長のほうから美幌町は旧法の法律の中

での今、動きをしているということ、それは

現況はそうです。

ただ、今、この基本活性化計画が認定中心
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市街地活性化基本計画、なおかつまちづくり

推進協議会がまちづくり活性化協議会という

形で法律も変わっていく中で、今現在、２期

目の作成をしている町も多くあり、これらを

かんがみますと美幌町については取りこぼし

もあるし、今後の課題もあるとなれば、早急

に新しい法律でもって検討に入る時期も来て

いるのかなと、私は思うのですけれども、そ

の辺の認識については町長どうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＴＭＯとの話では、

新たな新法に基づく基本計画の策定はちょっ

と見合わせましょうと、旧法でせっかくエネ

ルギー使ってつくったので、多くの町民の皆

さんも参画していただいてつくったので、そ

れをベースに行きましょうというようなこと

ですから、今、これからやるということだ

と、また相当なエネルギーと時間が必要だと

思いますので、旧法でつくった中心市街地活

性化であろうと色あせてはいないと僕は思っ

ていますので、それの着実な推進を図りたい

と、そのように思っています。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、町長がＴＭＯと

の会議と言いましたけれども、これが今のＴ

ＭＯという組織以外、会議所側に入っている

組織の中のメンバーがＴＭＯのメンバーでご

ざいますけれども、そうでなくて１０年前の

メンバーはもう６０とか７０なのです。５０

の人は６０なのです。そうなりますと、新た

に新しい組織隊を立ち上げて、困難かもしれ

ないけれども今後の１０年、２０年後の美幌

町の働く場所、そして暮らしの充実図るため

には、私は困難を乗り越えてでも早急にやる

べきと思っていますので、町長に聞きます。

であれば、商業者もしくは地域のこういう

活動家から新しい策定について協議会を開く

べきという意見については聞く耳を持つか持

たないか、お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これはやはり新法が

できたときの判断がひとつありますので、そ

こを勝手に役場だけで曲げていくわけにはい

きませんので、そういった意味も含めて協議

をしていかなければだめだと思いますので、

新たな手法が持ち上がって、はいそれでやり

ましょうということにはならないと思います

ので、しっかりと関係機関で、そしてこの中

心市街地の活性化で何が必要かというと、町

の推進のすべき事業も必要ですけれども、商

店街みずから取り組む、あるいは商店街、あ

るいは連合体の取り組みも必要だということ

でありますので、そういうところとしっかり

話をしなければわかりましたと、今、松浦議

員の提案にわかりましたというわけにもいか

ないと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） それであれば、多く

の関係団体とぜひ意見交換する中で、また新

たな道を模索してもらいたいと、私もその方

向で当然、町長にも打診なり助言をしたいと

思いますのでよろしくお願いします。

同時に総合計画、これについても今回、回

答をもらいまして、２０１６年に新しい計画

がスタートするということで、たしか今回、

調査もしたのですけれども、前回の総合計画

については時代背景のことがありまして、市

町村合併のいろいろな論議の中で、なかなか

総合計画の立ち上げが進まなかったというこ

とは確認とれました。

しかし、その中でも平成１６年度について

は業務委託料として２５０万、平成１７年に

ついては委員会等の会議等も目白押しという

ことで４００万円以上の予算が計上された

と、なります新年度予算に絡みますと平成２

６年度の予算にもこれらの総合計画について

の委託料が計上されるのかなと思いますの

で、前回、委託料が２４０万ということで進

んだのですけれども、またこういう部分で予

算については格段の配慮を願うべきとは思う

のですけれども、町長はどのようにお考えで

しょうか、予算配置について。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 前回の１０年間の第
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５期の総合計画については１年前にやって、

集中的に回数を重ねて一定の総合計画という

形にしていただきました。

ただ、状況がかなり変わってきているとい

うようなこともありますので、なるべく早い

時期に取りかかりたいと、課題も非常にある

と思います。前回つくったときから見ます

と、まず地方自治体の首長のマニフェストも

認められたというようなこともありますか

ら、果たして１０年でいいのかという論議も

当然出てくると思いますので、そういったこ

とを整理をしながら、やはりスケジュールを

全体的に組み立てていかなければ、行き当た

りばったりというふうにいかないと思います

ので、いずれにしろ１年前ということでした

けれども、前回は。もうちょっと早目の取り

組みをしないと、ちょっと間に合わないかな

と、解決すべき課題が多いかなというよう

な、今の段階での判断はしております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） この２年間におきま

してできてくる総合計画、仮に今現在では１

０年と言っていますけれども、この手法が本

当に、僕も町長と同じでこの１０年計画その

ものが、１０年間全て統一しないといけない

かという時代背景は、今後また５年、１０年

変わりますので、その中で汎用が利くような

政策が必要なのかと、ただし私はこの総合計

画が２年間、そしてできた後も考えますとや

はり役場の担当の職員も含めまして、当然こ

の会議に出るとなると、先ほどの回答と同じ

なのですけれども、１人当たり、作成委員は

四、五十回の会議に出ているのです。そうな

ると、会議出た後もうどれだけ責任とれるか

ということで、実は今回の総合計画を入れた

後、１年ごとに作成委員会、策定会議に

フィードバックするということがままならな

い形で進んでいることで、私は複数回、美幌

町に対して、要するに執行部に対してやり方

がどうなのですかと問い合わせしましたけれ

ども、今回はまさしく今、これだけ地方がい

ろいろな意味で人口も減っている、高齢化迎

えていると、若い人方の就職先が未来永劫成

り立つのかという疑問の中で考えれば、先ほ

どの中心市街地活性化基本計画とこの総合計

画はきちんとした形で取り組むべき時期が来

たと、本当にこれが美幌町の生き残る、次期

の本当に重大な策定の年度になるという私は

思っておりますので、その辺、町長はどうで

しょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） よく例えられるのが

総合計画が海図の役割を果たしていると、だ

から荒波が来てもちゃんと進めるためには海

図が必要だし、羅針盤も必要だというような

ことで、１０年がいいのか、５年がいいのか

というのはわかりません。

それと首長となろうとする人のマニフェス

トの整合をどう図るか、ダブルスタンダード

ではなかなか難しいと思いますので、その辺

のしっかりとした区分けもやはりしていかな

ければ、なかなか力も入らない、推進に力も

入らないというようなことではだめだと思い

ますので、その辺もしっかり論議しながら、

やはり早目の取り組み、これに努めたいと、

このように思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） この総合計画につい

て、私の最後、意見で終わりますけれども、

この総合計画はハード事業、ソフト事業だと

か、福祉の関係、教育の関係、多岐にわたる

計画がありますけれども、私は福祉、医療、

教育も含めましていろいろな団体の方が毎日

いろいろなことを考えて活動していると、や

はりこういう人方の小さな意見もぜひ取り上

げてもらいたいと。

また、ハード事業につきましては、国道４

本の美幌町の道路網をさらにどう生かせる

か、また人がどう集まるか、そしてどのよう

に地方に支援できるか。要するに災害だと

か、救急車だとか、そういうのも地方の町で

すから、地方同士で連携できるのをどうする

のか、もしくはほかの町からのお願いがどの

ように聞けるのかとか、要するに同じハード
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することないという時代となりましたら連携

できないだとか、また美幌町においてはいろ

いろな建物がそろそろもう４０年を超えてい

る建物が目白押しということになりますと、

この１０年間、相当、建物の建てかえ、もし

くは移転、もしくは解体だとか出てくると思

うのですけれども、この辺もこの１０年の中

である程度の確定でなくても、ある程度の方

向性がうたえればいいなと私は思っています

ので、この新年度予算についてはこれで終わ

らせてもらいます。

続きまして……

○議長（古舘繁夫君） 松浦議員、ごめんな

さい、次の質問に移る前にちょっと一言お願

いします。

お諮りします。

もはや４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をいたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、あらかじめ会議時間の延長す

ることに決定いたしました。

松浦議員、お願いします。

○６番（松浦和浩君） きょうはなぜ人事評

価制度と人材育成入れたかというと、実は今

の当初の計画と作成に当たり、私は優秀な職

員、そして仕事を伸び伸びできる職員の方が

ぜひ中心となって今後の１０年、２０年に向

けて美幌町のかじ取りしてもらいたいという

気持ちでいますので、今回人事評価について

質問を入れました。

今回、この人事評価の中で出てきているの

は、うたわれている文言の中で職員の責務が

規定されると、業績評価と能力評価という形

で、これは人事評価する中ではよく出てくる

やり方と私は思っています。

私はここで回答を見てちょっとわからな

い、確認とりたいのが２点あります。現在の

勤務成績のやり方と人事評価が大きく何が違

うのかという説明と質問と、今、グループ制

において職員の仕事は横割れとなって１人に

ついているとは思えないのです。我々議会と

しては、１人ついている仕事をグループする

ことによって、複数の職員がきちんとできる

ということを聞いていますので、そうなりま

すとこの人事評価の個人評価がグループとし

てどのように評価できるのか、私はこの整合

性が見えていないと思っていますので質問し

たのですけれども回答にないものですから、

再度、回答お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（平井雄二君） まず１点の質問

は勤務評定と今回の導入しようとしている人

事評価の違いの質問かと思いますけれども、

勤務評定につきましては、あくまでも人事管

理というのを基本としております。

新たに行おうとしている人事評価につきま

しては、人事管理はもちろんでありますけれ

ども、さらに任用、あるいは給与ですとか文

言、その他を含めた人事管理ということで、

特に給与とか賞与とか、これらにも反映をし

ていく人材育成を図っていくというものが大

きく違うところであります。

それから、グループ制による人事評価をど

うやってやるのだと、個人の職員が人事評価

をどうやってやるのだということであります

けれども、当然、グループ制なのでグループ

の業務ということでの目標、業務の目標は立

てることになります。今ももちろん立てては

いるわけでありますけれども、さらにその中

で個人目標ということで、通常であればその

グループの業務目標の一部を目標に掲げるの

ですが、中にはそうではなくて、例えば新し

い職員であるとか、そういった職につきまし

てはまだまだそこまでの目標を掲げるのは非

常に難しいので、そこは個別にあった達成で

きるであろう目標ということになりますの

で、その中の内数といいますか、小さな枠の

中での目標を設定をした中で人事評価、達成

目標を立てた中での人事評価をやっていくと

いうことで、かならずしも組織イコール個人

ではないと、組織は組織として、個人は個人



－ 51 －

として、またそのグループ制と今までの課、

係制ですかとは若干違いますけれども、目標

につきましては個々個人のその職員によって

目標の設定が若干異なってくるというような

ことでありますので、業務が横割りになっ

て、複数で仕事をしているというのも事実で

ありますけれども、人事評価は必ずしもそこ

で目標は立てられないということではなく

て、この中で立てていくということでありま

すので、御理解を願いたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） たまたまですよ、た

またま私も以前勤めた先で、組合等の役員の

中で人事評価の策定委員のメンバーだったも

のですから、大きく割れました。その評価の

仕方ですよ。

所属長の長が命令して仕事をしてもらいま

すけれども、できない仕事を与える場合と簡

単な仕事を与える場合によって評価が違う

と、今回、私が懸念しているのは、今回、こ

の質問でグループ制に質問したのが返ってき

ていないのです。となると、この回答した段

階で査定はゼロではないですか。

要するに議会からの質問も回答来ていない

のです。小さい言い方ですけれども、グルー

プ評価というのは全体評価なのかと私は思っ

ていたのです、数年前のグループのときに。

それが個々の仕事で評価するとなると、グ

ループ制そのものを再度きちんと説明願いた

いなと、私はそう思っています。

個々の評価は当然、個々の評価ですけれど

も、グループでやるべき仕事をグループ内で

やるということになれば、そのグループ全体

の数字ですから、個々の人間の成績だろう

が、グループが中心だと思っているのです。

そうすると、そのグループ全体は全員いい評

価になると、私はそう思っています。

ですから、このグループ制度そのものの仕

事というのは、本来はまだまだ未達がなく達

成度の高い組織になるというふうに判断した

のです。

私は今でもそのように仕事をしている職員

を多く見ていますので、グループ制度そのも

のは私は大きく間違っていないと思っていま

した。ただ、その中でグループ制度と個人評

価が別なのだととは言っていませんけれど

も、そのグループの中で、一部の部分を見る

となると、グループ内での仕事の張りつけは

どのように基準持たれるのかという部分が

ちょっと懸念されている思うのですけれど

も、町長その辺はどのように判断しています

か。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） グループ制の評価

についてお尋ねありましたけれども、基本的

にはこれまでと係、係長、課長のときのシス

テムとグループ制において、その評価がどう

かということでありますが、基本的には変わ

りがない。グループ制であっても責任を持つ

仕事というのは区分されております。突発的

に突如、仕事が入ってそれをこなす場合もも

ちろんあるでしょうし、目標を設定して業務

評価をしていくというのが基本にあります。

目標の項目がどうかということも事前に調整

をしながらやるわけでありますけれども、グ

ループの中でどういうその職員が役割を果た

したか、自分の責任もある、責任持った仕事

をどのように果たしてきたかということであ

りますので、部長が言ったのはそういう意味

で言ったと思いますけれども、グループがよ

かったといって職員が全部、例えばＡランク

になるかというと、それはかなり乱暴な評価

になりますので、そういう評価ではないとい

うことの意味だということで御理解いただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） よくわかりました。

ぜひ、先入観を持った形での職員の評定がな

いことを祈りまして、この質問の次の人材育

成基本計画について、ちょっと入ります。時

間も時間なものですから、この人材育成基本

計画、これは人事評価については、人事評価

制度には絶対不可欠かと思っていますけれど

も、これらの大きく見直しだとか、今後の日
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程について何かあれば若干お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回、一般質問をい

ただいて、平成１３年７月に策定しました人

事育成の基本的な考え方含めて、ちょっとも

う１回見直しました。

非常に理念、それから姿勢、これらが見事

に描かれているなと。このことを着実にやれ

ば多分、ほかの町村に負けない職員が育成さ

れると思っております。

今、職員の能力が発揮できないということ

で、地域間格差が生まれつつあると、その先

にはやはり地域が淘汰されるというようなこ

とも出てくると思いますので、この人材育成

の１３年につくったやつは決してほこりもか

ぶっていないし、ぴかぴかの状態なので全般

的に見直すということは余り読んでいて感じ

なかったのですけれども、いずれにしろ職員

に求められる能力、これらは政策形成能力だ

とか、こういったものを決して古くないわけ

ですから、これらを基礎にしてさまざまな研

修も今、取り組んでおりますので、引き続き

人材の育成に努めていきたいと、そのように

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ぜひ、人材育成、こ

れについてはしっかりとした方向で進んでほ

しいと思っております。

それでは続きまして、大きく三つ目、地方

公営企業制度の改定について。これは二つと

も１番、２番まとめて質問して回答願いま

す。

今、一般企業会計に移るということは、こ

の国のほうの地方に求む責務という部分をど

のように明確にするかというところが非常に

大きな変更かなと思っています。

この中で、どの資料を見ましても出てくる

のは資本勘定と退職引当金、あと償却資産に

ついて大きく出てきます。

この中で、資本金については一般企業とい

うのは利益は当然ですけれども、資本金がい

かに利益を生むかというのを勘定で見るので

す。今回、美幌町の病院会計では、私も病院

のほうからも聞きましたけれども、約４０億

ある資本のうち、企業債が２０億、これを長

期借入金に変更になりますと、資本金が２０

億になるのです。資本金が２０億の中でいか

に経営効率上げるかとなりますと、端から見

ると資本金が減ったようには見えるのですけ

れども、本来は資本金は減っていないのです

よね。実際の資本金の名前が変わったという

だけで、これも決して今、病院会計の方が何

も悪くなく、国の方向が決まったというだけ

で非常にややこしい話だと僕は思っていま

す。

ただ言えるのは、資本金が変わったとなれ

ば、企業のパイが下がりますので、私はこの

資本金が下がったことは町民にきちんと説明

すべき時期はあるのかなと思っています。こ

れは絶対あると思うのです。

当然、平成２３年の総務省の通達でも、こ

のことについては資本が変わった場合、町

民、議会に説明が必要ではなかろうかという

文面があるし、最近出ている大学の先生方の

答弁の中にも資本金についての変更について

は厳密に考えるべきだということもうたって

いますので、資本金と町民説明というのは重

要でなかろうかと思いますので、まずこれに

ついてどうでしょうか、どのように考えてい

るか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回、総務省が示し

た地方公営企業の会計制度の改正、細かい部

分については担当の事務長からお話しさせて

いただきますけれども、果たしてこれをやっ

て多分真っ赤っかになると思います、多分。

それで何をしたいのかというところだと思

います。我々は地域医療を守らないといけな

いという立場でありますので、どんな会計に

なろうとしっかり守るということはやらない

といけないと思いますので、この真っ赤っか

になった状態をそれを説明してもいいのです

が、では不安をあおっていいのかというよう

なこともあるのですけれども、僕の思いはそ



－ 53 －

ういう思いがありますので、もしか間違って

いたらまた質問していただきたいと思いま

す。詳しくは担当のほうから説明させていた

だきますけれども、だからバランスシートの

ときもそうだったのですが、減価償却の概念

も入らないというような中で何を見るのだと

いうところが非常にあいまいだったなと思っ

てはいるのです。今回のやつちょっと私、理

解が足りないのかもしれませんけれども、そ

ういう状態にして病院やめれというのか、も

う真っ赤っかだからやめなさいという声を地

域から上げていけというようなことなのか、

ちょっと意味がわからないですが、ただ真っ

赤っかになろうと、それは説明してやはり病

院というものはしっかり守っていこうと。

ですから、これは多分、地方公営企業会

計って多分、僕は言っていると思う。地方で

やらなかったら、公営企業法でいいのです。

公営企業ということは、最終的にその自治体

が最終責任をとらなければいけないだろうと

いうような思いも多分入っているのかなと

思っていますので、間違っていたらまた御指

摘をいただきたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 今のことであ

りますけれども、町長が言われたように恐ら

く会計基準見直しになると、資本が減って負

債がふえるという、こういう見かけの減少が

あると思います。

しかしながら、今現在も累積欠損金が何十

億もあるという状況があります。

それで、これまで議会の皆様に御理解を求

めてきたのは、あくまでも現金収支でとい

う、いわゆる不良債務を出さないという病院

経営、これがまず公営企業の基本だと思って

います。

それで、財政基盤というか、経営基盤を固

めるためには、やはり医師確保を図りながら

収益の確保を図るということが重要だと思っ

ていますし、今回の改正で必要に応じて所管

の委員会等に何がどういう数字のマジックで

置きかわったのか、これについてはきちっと

御説明したいと思っています。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 大村事務長の御説

明、よくわかりました。

ただ、今、町長がちらっと言ったのですけ

れども、この公営企業会計法の中で一番怖い

のは経営体として企業分析した場合、一般企

業でいうところの資本勘定から見る経営の中

でどのように資金効率ですね、経費の赤字を

穴埋めするか、そして地域にとってこの数字

をきちんと説明した中で、地方の病院を維持

することは、これから地方にとって相当大き

なものになるということを書いたのです。

ただ今後、このことが国のほうの対応がど

うなるかは本当に不透明だということも書い

ています。

そうなりますと、私は今、町長のおっ

しゃった分析すると、相当、数字が動くと思

うのです。ただそれが本当に地方にとってし

ようがないという形を今までとってきたけれ

ども、それはそれでこれからきちんとした数

字を町民に知らせて努力しなさいということ

になっていますので、今、大村さんの話しま

した議会のほうの説明は、私はぜひ議会前、

３月議会前に一度すべきだと思うのですけれ

ども、町長どうでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 時期的なことはまた

ちょっと詰めたいと思いますけれども、国は

改革プランをつくって、要するに利益の出な

いところはやめてしまいなさい、あるいは広

域化しなさいというような方針の中でのこの

話かなという思いがあるので、そこはやはり

どんな係数になろうと、しっかり説明をし

て、これはこういう意味ですよというような

ことも含めて御理解をいただく努力をしなが

ら病院をしっかり守っていくというような体

制で今後も努めていきたいと、そのように思

います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） それで、今の病院の

ところの最後の質問をいたします。
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今回３月議会において、今の病院会計の諸

表、数字が相当置きかわりますけれども、退

職給与引当金、賞与引当金、これについての

計上が相当見込まれると思いますけれども、

これは現金ベースで必要となるのかならない

のか、今おわかりできる範疇でお答え願いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 試算によると

退職手当引当金が４億円というふうになると

思っております。

ただ、それについては現金で町から繰り入

れるということではなくて、会計処理上クリ

アできるのではないかなと思っていますの

で、しかるべき時期にまた財政と協議しなが

ら適切な対応をしてまいりたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん、

あと２分。

○６番（松浦和浩君） それで、今の質問の

中でたまたま僕読んでいる資料の中では、資

本金等の変更等が発生するので、いろいろな

部分での区分け作業がいるよという中で条例

だとかという言葉が出てくるのですけれど

も、３月までに美幌町の条例を改正を急がな

いといけない項目というのはあるのか、ない

のか、これをお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 病院総務主幹。

○病院総務主幹（橋本美典君） お答えさせ

ていただきます。

今回の部分で、退職給付引当金につきまし

ては、町との財政負担の関係で全額一般会計

が負担するという形であれば、企業会計側で

その分を継承しなくてもいいという部分と、

もう一つの手法としては１５年以内でその退

職給付引当金を分割計上するという二つの方

法があります。

いずれにしましても、今の病院経営の中で

その財源を補填できる状態ではございません

ので、その部分の現金を先ほど事務長が説明

したとおり、一般会計で持っている自治体の

支払いする段階で一般会計が負担するのか、

継承した段階で負担するのかと、そういうよ

うな形になりますので、その辺については財

政当局と適時協議しながら進めたいと思いま

すし、御質問の条例改正の部分については、

今の段階で必要とは考えておりません。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） よくわかりました。

それでは農業について、最後、一言町長

に。私は今、美幌町の今残っている現有の水

田の畑面積、これについては美幌町の町民の

ためにも安心した米が食べられるようにぜ

ひ、この４６兆の水田を守ってもらう努力を

してもらいたいと町長に訴えて、一般質問を

終わります。よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ７００あったものが

４０ちょっとになってしまったと、これはま

さに国の政策の誘導だと思っております。何

とか守っていきたいと思っております。

農業者が将来にやはり展望を持たなければ

ＴＰＰの問題もさることながら、本当に先に

向かっての展望、将来性がないということに

なれば、多分いいときにやめてしまおうとい

うような発想も出てくると思いますので、こ

れはもう我々があがこうと、いかんともしが

たいところがあります。それは、しっかりと

した声を上げていきたいと、そのように思っ

ていますし、水田活用の直接払いのほうも非

常に心配でありますので、しっかりとした取

り組みをしてまいりたいと、そのように考え

ています。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、６番松浦和

浩さんの一般質問を終わります。

以上で、本日の一般質問を終わります。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で本日の日程は

全部終了いたしました。

これで、本日は、散会します。

午後 ４時１６分 散会
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